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令和 6年度入学者選抜の出願方法について

令和 6年度入学者選抜において、一般募集（共通選抜（二次募集を除く。））、連携型中高一貫教育校
連携募集、特別募集（インクルーシブ教育実践推進校特別募集（二次募集）および海外帰国生徒特別募

集（後期募集）を除く。）、中途退学者募集および別科（以下「 2月に行う検査」といいます。）は、
神奈川県公立高等学校入学者選抜統合型インターネット出願システム（以下「出願サイト」といい
ます。）による出願となります。
一般募集（共通選抜（二次募集）および定通分割選抜）、インクルーシブ教育実践推進校特別募集（ニ

次募集）および海外帰国生徒特別募集（後期募集） （以下「 3月以降に行う検査」といいます。）は、
紙の入学願書による出願となります。

■出願方法の違い

2月に行う検査

3月以降に行う検査

■出願サイトの操作方法

・一般募集（共通選抜（二次募集を餘く。））
・連携型中高一貰教育校連携募集

•海外帰国生徒特別募集（後期募集を餘く。）
•在県外国人等特別募集
・インクルーシブ教育実践推進校特別募集

（二次募集を除く。）
・中途退学者募集
・別科

・一般募集（共通選抜（二次募集））

・一般募集（定通分割選抜）
・イ／クルーシブ教育実践推進校特別募集

（二次募集）
•海外帰国生徒特別募集（後期募集）

本冊子には、出願サイトの詳しい操作方法は掲載していません。

出願サイトによる出願

紙の入学願書

による出願

操作方法がわからなくなったときは、 「神奈川県公立高等学校入学者選抜統合型インターネット出
願システム 志願者用マニュアル」 （以下「マニュアル」といいます。）を参照してください。

なお、出願サイトを利用する際の端末や通信にかかる費用は利用者の負担となります。

■マニュアルのダウンロード方法

出願サイトのログイン画面からダウンロードします。

https://shutsugan. pref. kanagawa. jp/appl icant/ 

神豪l11員公立冨響
入零●量箪

操作説明書
をクリックすると、

PDFで表示されます。

■ヘルプデスク

巨

出願サイトの操作方法について、マニュアルを見てもわからないときは、次の電話番号にご連絡＜
ださい。 （ヘルプデスクは、出願サイトの操作方法についての質問にお答えします。）

なお、本冊子の記載内容については、裏表紙の問合せ先にご連絡ください。

電話番号： 050-3501-6252
期 間：令和 5年12月 1日～令和 6年 3月 8日 9時～17時

（土、日、祝および年末年始（令和 5年12月29日～令和 6年 1月 3日）を除く。）
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出願サイトによる志願手続の流れ

はじめに

2月に行う検査では、出願サイトを利用して志願手続をします。

出願サイトによる志願の方法は、次の区から固に分かれます。はじめに、自分が区］から匝］のどれに当

てはまるか確認してから、手続してください。

|A 県内の国公立中学校を卒業見込みまたはすでに卒業しているA
・神奈川県内にある国立又は公立の中学校等（特別支援学校中学部、義務教育学校等を含

みます。本冊子や出願サイトでは、まとめて「中学校」といいます。）の場合。

|B 私立中学校または県外の国公立中学校を卒業見込みまたはすでに卒業している人1

・困に該当しない、日本国内にある中学校および海外にある日本人学校の場合。

・私立中学校には、神奈川県内・県外いずれの私立中学校等も含みます。

R、固は、
必ず手続
の際に中

学校を通
します。

|c 海外現地校等を卒業見込みまたはすでに卒業している人1

•上記区、固に該当しない場合。 cは、手続の際に
中学校を通しません。

•この場合、別途、志願資格承認申請の手続が必要です。 （本冊子p.28) 

A 県内の国公立中学校を卒業見込みまたはすでに卒業している人

① 志願者アカウント作成（志願者登録申請） l -→~マニュアル
P. 7~26 

令和6年 1月4日（木）以降、出願サイトが利用てきるようになります。
募集期間（令和6年 1月24日（水）～）の前まてにアカウントを作成しておきましょう。
（中学校の先生からアカウント作成の案内があります。）

！ ＊は中学校が行う手続です↓

(I)中学校の先生から、志願者アカウント登録用の案内を受け取ります。

令和6年
1月4日（木）

以降

・(2)において、アカウントごとにメールアドレスが必要になるのて，，、あらかじめ送受信が可能なメールアド
レスを用意しておきましょう。また、出願サイトの利用規約を確認の上、手続を進めてください。

・(3)において、画面の？マークを選択すると、注釈が表示されます。注釈をよく読みながら、間違いがない
ように登録してください。

• (3)において、顔写真のデータを出願サイトにアップロードするのて，，、使用する端末に顔写真を用意して
おきましょう。顔写真は、本人確認のために使用するのて＼顔がはっきりわかるものをアップロードしてく
ださい。
・(4)において、登録した情報に不備がある場合、担任の先生から差し戻されます。担任の先生に確認し、
修正の上、再度登録してください。
志願者アカウント作成完了後、登録番号(12桁の数字）がメールて通知されます。出願サイトヘのログイ
ンの時や合格発表等、今後の手続て・必要になるのて．、大切に保管しましょう。
・日本の中学校を既に卒業している人は、出身中学校に、高等学校等に在籍していないことを証明するも
の、本人および保護者 (18歳以上の方は本人のみ）の住民票の写し等を提示することて＼志願資格が
あることを確認してもらい、志願者アカウント作成の手続を依頼してください。
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② 志願情報作成（下書き）
→マニュアル

P.27~33 

志願者アカウント作成後、志願先の高等学校を登録（下書き保存）てきるようになります。
①て登録した志願者基本情報と②て‘登録する志願先の高等学校の情報をまとめて「志願情報」といいます。
志願情報は、中学校を通じて、志願先の高等学校に送られます。

(I)出願サイトにログインし、志願情報入力画面にアクセスします。

令和6年
1月4日（木）

以降

(3)登録した内容を確認し、下書き保存します。

③ 志願情報申請、受検料納付
→マニュアル

P.34~44 

募集期間（令和6年 1月24日（水）から 1月 31 日祉水）正午まて）になると、志願情報の申請（＝担任の先生に
送る）がてきるようになります。申請後、速やかに出、、サイトから受検料を納付してください。

(I)②て作成した志願情報を申請し、担任の先生に提出します。

令和6年
1月24日（水）

から
1月31日（水）

正午まて

• (I)て志願情報申請後、中学校による手続を経て、志願先に提出されます。
なお、志願情報の申請状況は、出願サイトから確認てきます。 I→マニュアルp.35|
・(2)志願情報申請後、出願サイトから受検料を納付します。受検料を納付しなければ、 (4)中学校長による志
願情報の承認はて‘きないのて＼速やかに納付してください。現金納付の場合は、志願先高等学校窓口て行い
ます。

・減免申請を行う場合、募集期間開始日の前日まてに手続しておく必要があります。（本冊子p.35)
• (3)または(4)において、登録した情報に不備がある場合、担任の先生から差し戻されます。修正の上、再度申
請してください。

④ 志願変更申請、受検料再納付
→マニュアル

P.45~52 

志願変更する場合、志願変更期間（令和6年2月5日（月）から2月7日（水）正午まてうに志願変更手続をしま
す。志願変更する際の志願情報を「志願変更情報」といいます。

令和6年
2月5日（月）

から
2月7日（水）
正午まて

(I)担任の先生に志願変更を申し出ると、
担任の先生が出願サイトて＼「志願変更許可」をします。＊

・受ー検料は、差額の納付または再納付が必要な場合のみ納付します。
（例：通信制→定時制、県立→市立に志願変更等）

・志願取消する場合も同様に、担任の先生が出願サイトで「志願取消許可」をします。 ＊ 
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⑤ 受検票印刷
→マニュアル

P.53~55 

令和6年2月q日（金）以降、受検票がダウンロードてきるようになるのて，，、検査前日まてに印刷します。
また、受検票の二次元コードまたは URLからアクセスてきる「志願者へのお知らせ」を必ず確認してください。

令和6年
2月q日（金）

から

(I)出願サイトにログインし、受検票をダウンロードします。

・(2)受検票は、必ずA4サイズの白紙に印刷し、キリトリ線て灯切り取った上で検査当日に持参してください。
・自宅にプリンターがない場合は、コンビニエンスストアのマルチコピー機から印刷することがてきます。

I→マニュアルp.54|
・(3)志願先の高校が、当日の受検上の注意等を記載した「志願者へのお知らせ」を作成します。受検票に記載
される二次元コードまたはURLからアクセスてきるのて＼検査の前に必ず確認してください。

⑥ 検査

l m'こは、必ず印刷した受検票を持参してください。

2月28日（水）午前q時以降、出願サイトを通して合格発表を行います。

→マニュアル
p,56~58 

(I)出願サイト上の合格発表用ページにアクセスし、合否結果を確認します。

令和6年
2月28日（水）
午前q時から

B 私立中学校または県外の国公立中学校を卒業見込みまたはすでに卒業している人

在籍または卒業した中学校を通して手続します。

中学校から神奈川県教育委員会にご連絡いただき、中学校用のサイトを作成する必要があります。詳しい
ことは、以下の神奈川県教育委員会のホームページをご参照ください。

中学校用のサイトを作成した後の手続は、困］と同じです。

c 海外現地校等を卒業見込みまたはすでに卒業している人

中学校を通さずに志願手続します。困lの手続のうち、中学校が行う手続（＊印がついている手続）は省略
（スキップ）します。また、神奈川県教育委員会が事前に作成する専用の中学校アカウントを通して志願者

アカウントを登録し、手続します。 「志願変更許可」および「志願取消許可」については、神奈川県教育委
員会の窓口で行います。詳細は、志願資格承認申請の際にご案内します。併せて、以下の神奈川県教育委員
会のホームページをご参照ください。

三三五9二：アより認孟s：叫：：：se悶：~；こaィ？ご：f-孟孟‘u: 」 璽
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一般募集 全日制の課程

I 志願資格と学区

ロ神奈川県の公立高等学校（以下「高等学校」といいます。）の全日制の課程に入学を志願するためには、平成21年 4月 1H以

前に出生した人で、次表のA欄の①～⑥のいずれかに該当し、かつ、 B欄の①・②のいずれかに該当することが必要です。

① 中学校もしくはこれに準ずる学校もしくは義務教育学校または中等教育学校の前期課程を卒業または修了した

人、または令和 6年 3月31日までに卒業する見込みまたは修了する見込みの人（ただし、国公私立高等学校、高等

専門学校および中等教育学校の後期課程（以下「高等学校等」といいます。）に在籍していない人）

② 外国において、学校教育における 9年の課程を修了した人、または令和 6年 3月31日までに修了する見込みの人

A ③ 文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程があるとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した人、または

令和6年3月31日までに修了する見込みの人

④ 中学校を卒業した人と同等以上の学力があるものとして文部科学大臣が指定した人

⑤ 就学義務猶予•免除者等に対する中学校卒業程度認定試験により認定証書が授与された人

⑥ 中学校を卒業した人と同等以上の学力があるものとして高等学校長が認めた人

B 
① 本人および保護者（親権者または未成年後見人をいいます。）の住所が神奈川県内にある人

② 神奈川県教育委員会教育長（以下「県教育長」といいます。）の志願の承認を受けた人

注意 上記A欄の②～⑤に該当する人と B欄の①に該当しない人は、 B欄②の県教育長の志願の承認を受けることが必要な人です。

志願資格の承認申請の方法等について本冊子p.28で確認してください。

巳県立および横須賀市立の商等学校は、県内のどこからでも志願することができます。

横浜市立または川崎市立の高等学校を志願する人は、学区について、本冊子p.29の「 II 学区確認について（横浜市立およ

び川崎市立の高等学校）」を必ずお読みください。

II 共通選抜（二次募集を除く。）

巳(1)志願できるのは、一つの高等学校の一つの課程の一つの学科またはコースに限ります。ただし、横浜市立戸塚高等学校に志願

する場合、同校の他のコースを第 2希望として志願することができます。

農業に関する学科に志願する場合、同じ高等学校の他の農業に関する学科を第 2希望として志願することができます。工業に

関する学科に志願する場合、同じ高等学校の同じ課程の他の工業に関する学科を第 2希望として志願することができます。商業

に関する学科に志願する場合、同じ高等学校の他の商業に関する学科を第 2希望として志願することができます。水産に関する

学科についても同様に第 2希望の志願ができます。

県立横浜国際高等学校国際科国際バカロレアコースに志願する場合、同校の国際科（国際バカロレアコースを除く。）を第 2

希望として志願することができます。また、県立横浜国際高等学校国際科（国際バカロレアコースを除く。）に志願する場合、

同校の国際科国際バカロレアコースを第 2希望として志願することができます。

(2) 共通選抜（他の課程を含む。）、連携募集、特別募集（他の課程を含む。）、中途退学者募集および別科に、同時に志願する

ことはできません。

(3)他の都道府県の全日制の課程の公立高等学校（国立は除く。）を志願した人または志願予定の人は志願することはできません。

出願サイトにおける志願手続の流れは、本冊子p.2~4を参照してください。

(1)|:]一：］中学校1|B 私立や県外の中学校1の場合は、在籍（卒業）中学校を通して、志願者アカウントを作成します。
c 海外現地校等の場合は、中学校を通さずに、神奈川県教育委員会が作成する専用の中学校アカウントを通して志願者アカ

ウントを作成します。 I→マニュアルP.7~| 
(2) 出願サイトから志願情報を申請し、受検料を納付の上、中学校の確認および承認を受けると、志願情報が志願先に提出されま

(3:；：言言：□三言三□`□竺：責扉□；
金額 2, 2 0 0円

(4) 出願サイトからの納付ができない場合に限り、受検料は、志願先の高等学校で現金納付することができます。

※ 志願先の高等学校以外で現金納付することはできません。

※ 納付した受検料は、原則として返還できません。

(5) 次に該当する人は、提出書類があるので注意してください。詳しいことは、中学校の先生にお問い合わせください。

① 選考にあたって、長期の欠席について病気など特別な事情を有する志願者の取扱いを希望する人

→ 長期の欠席を理由とする選抜方法申請書（第 7号様式） ．欠席状況証明書（第 8号様式：中学校長が作成します。） •長期
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の欠席を理由とする選抜方法の取扱い申請書（第 9号様式）

② 障害やさまざまな支援の必要性から、通常の受検が困難な人は、受検方法について申請ができます。詳しいことは、中学校

の先生に相談してください。

(6) 募集期間は次表のとおりです。

令和 6年：］｀ 厚 か ら I m瓢胃 ｀ ｀ 口 学 校 に よ る 確 認

※ 募集期間中は、志願取消はできません。

【志願の手続に関する注意点】

※ 県立神奈川総合高等学校普通科国際文化コースおよび舞台芸術科において、志願時に申請した受検教科の変更はできません。

※ 志願情報申請後、ログイン後の画面の「あなたの登録清報」から、現在の志願情報の状態が確認できます。 「高校提出屈l」
と表示されていれば、中学校で承認され、志願手続が完了しています。

(7) 志願者の調査書（令和 6年4月 1日現在で18歳以上の人は不要）は、中学校長から志願先（志願変更したときは、その志願変

更先）の高等学校に提出（郵送または窓口へ直接提出）されます。特色検査（実技検査、自己表現検査及び面接のうち、当該高

等学校長が定めるもの。以下同じ。）を実施する志願先（志願変更したときは、その志願変更先）の高等学校において、面接シー

ト（第14号様式）または当該高等学校長が定めた様式、長期の欠席を理由とする選抜方法に関する書類等の提出を必要とする場

三i::：：旦髯疇：］：雪］国号羞言昼：］畠ど言覧:：□三霜言ふて：言‘履

合は、原則、調査害と併せて提出されます。調査書等の提出期間は次表のとおりです。

区(1)志願変更の範囲

ア 後記（3）の志願変更期間中 1回に限り、志願変更できます。

イ どの高等学校へも志願変更できます。

ウ 全・定・通の異なる課程の間でも志願変更できます。 （同じ高校の異なる課程へも志願変更できます。）

エ 異なる学科等へも志願変更できます。 （同じ高校の異なる学科等へも志願変更できます。）

オ 共通選抜と特別募集の間でも志願変更できます。ただし、特別募集への志願変更の場合、その志願資格を有する人に限りま

す。志願資格確認がされていない場合は、志願変更期間内に当該募集の志願資格確認の手続をしてください。

カ 第2希望の志願ができる高等学校において志願変更する際、第 2希望の志願をしていなくても、志願変更時に第 2希望の志

願ができます。

(2) 志願変更の手続

出願サイトにおける志願変更手続の流れは、本冊子p.3を参照してください。

志願変更をする人は、志願変更期間中に、次の手順により手続をしてください。 I→マニュアルP.45~|
|A 県内の国公立中学校1 |B 私立や県外の中学校1の場合は、

① 在籍（卒業）中学校に志願変更を申し出て、出願サイト上で「志願変更許可」を得ます。

② 出願サイトから志願変更情報を申請し、中学校の確認および承認を受けると、志願変更情報が志願変更先に提出されます。

|c 海外現地校等Iの場合は、

① 神奈川県教育委員会の窓口に志願変更を申し出て、出願サイト上で「志願変更許可」を得ます。

② 出願サイトから志願変更情報を申請すると、志願変更情報が志願変更先に提出されます。

(3) 志願変更期間は次表のとおりです。

志願変更期間

1令和 6年；］亨認｛菜｝ ］冒コから 1喜9隷喜 悶塁け｀｀閉。中学校による確認

【志願変更に関する注意点】

① 受検料に関する注意点は次のとおりです。

※ 県立高等学校間、同じ市の市立高等学校間および同じ高等学校内の志願変更では、受検料を再納付する必要はありません

が、それ以外の場合、受検料を再納付する必要があります。

※ 受検料の再納付方法は、志願手続時と同じです。

※ 定時制の課程から全日制の課程および通信制の課程から全日制の課程または定時制の課程へ志願変更する場合には、県立高

等学校間、同じ市の市立高等学校間または同じ高等学校内の志願変更であっても、受検料の差額を納付する必要があります。

なお、全日制の課程から定時制の課程または通信制の課程および定時制の課程から通信制の課程へ志願変更する場合、受

検料の差額は返還しません。

※ 差額の納付または再納付の際も、別途システム利用料がかかります。

② 第2希望の志願変更の手続は、 (2)の志願変更の手続に準じて行います。

③ 中学校が行う「志願変更許可」は、志願変更期間前にはできません。

④ 志願資格確認を受けていない特別募集（海外帰国生徒、在県外国人等）に志願変更する場合は、志願変更期間内に、志願変

更申請より前に志願変更先の高等学校で志願資格を確認の上、登録してもらう必要があります。

⑤ 海外帰国生徒特別募集、在県外国人等特別募集、インクルーシブ教育実践推進校特別募集および中途退学者募集に志願した

人の志願変更については、当該募集のページもご参照ください。

巳志願または志願変更後に入学を希望する他の学校の合格が決まった場合は、合格発表日の前日（令和 6年2月27日（火））正午ま
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でに、次の手順により、必ず志願取消をしてください。 I→マニュアルP.45~|
|A 県内の国公立中学校1 |B 私立や県外の中学校1の場合は、

① 在籍（卒業）中学校に志願取消を申し出て、出願サイト上で「志願取消許可」を得ます。

② 出願サイトから志願取消情報を申請し、中学校による確認および承認を受けると、志願取消が完了します。

|c 海外現地校等Iの場合は、

① 神奈川県教育委員会の窓口に志願取消を申し出て、出願サイト上で「志願取消許可」を得ます。

② 出願サイトから志願取消情報を申請すると、志願取消が完了します。

［受検票の印刷］

(1) 志願者は、出願サイトから受検票をダウンロードし、印刷の上、検査当日に持参します。印刷可能な期間は次表のとおりです。

印刷可能期間 1 備考

令和 6年 2月 9日（金）から 受検票は、 A4サイズの白紙に印刷してください。

(2) 必ず検査前に、受検票に記載されている二次元コードまたはURLから「志願者へのお知らせ」を確認してください。

［共通選抜の検査）

(1)共通選抜で実施する検査について（クリエイティブスクールを除く。

ア検査の内容および期日

I学力検査 I令和 6年 2月14日（水）

I特色検査 I令和 6年 2月14日（水） （学力検査を 5教科実施した場合を除く。

15日（木）、 16日（金）または19日（月）

※ 特色検査の日時は、受検票に記載されている二次元コードまたはURLから「志願者へのお知らせ」を確認してください。

イ検査の会場 志願先（志願変更したときは、その志願変更先）の高等学校

【検査：：五：I：二Il:::I:]:I1ここ！：`：！：：］こ
ウ学力検査の教科等・時間割 ＊外国語（英語）はリスニングテストを含みます。

I学力検査について 1

① 学力検査は、志願先（志願変更したときは、その志願変更先）の高等学校が指定する教科または事前に申告した教科をすべ

て受検します。

② 受検する教科以外の検査時間は、指示された場所で待機してください。

③ 携帯電話やスマートフォン、タブレット端末、ウェアラプル端末等の情報端末、計算または辞書機能を持つ電子機器、定規、

三角定規、コンパス、分度器等は検査会場へ持ち込めません。

④ 学力検査当日、大雪等の非常事態により学力検査の実施について変更が予想される場合には、当日の朝に、次によりお知らせ

しますので、直接確認してください。 （変更の有無に関わらずお知らせします。）

・ テレビ神奈川（データ放送の dボタン→赤ボタン→県のお知らせ） 午前 6:30以降
ウェブページ上に掲載 午前6:30以降
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/nyusen/oshirase/kensa.html 

⑤ 学力検査当日に持参するもの

I受検票、筆記用具※、昼食、上ばき（必要としない学校もあります。）

※ 共通選抜において学力検査を実施する全ての公立高等学校でマークシート方式による解答用紙となっています。

※ 解答用紙への記入は鉛筆またはシャープペンシルに限りますが、問題用紙にチェックするためのマーカー等は使用できます。

（マークシート方式の解答にあたっては、 H BまたはBの黒鉛筆が適しています。また、シャープペンシルを使用する場合は、

芯の太さが0.5mm以上のものが適しています。）

I携帯電話等について 1

学力検査当日は、携帯電話やスマートフォン等の携帯情報端末を検査会場に持ち込むことは禁止ですが、大雪等への対策で、持ち込む

必要がある場合は、事前に保護者から中学校へご相談ください。持ち込むことになった場合は、会場に着いたら電源を切り、氏名、受検

番号を記入した封筒（中学校名入り）に入れ、高等学校の指示に従ってください。

なお、県内国公立中学校に在籍していない人で、大雪等への対策で持ち込む必要がある場合は、志願先（志願変更したときは、その

志願変更先）の高等学校にご相談ください。

I特色検査について 1

特色検査の当日に持参するもの

受検票、上ばき（必要としない学校もあります。）

志願先（志願変更したときは、その志願変更先）の高等学校から指示されたもの

(2) クリエイティブスクールで実施する検査について

学力検査は行わず、特色検査（面接および自己表現検査）を行います。

ア検査の内容および期日

I面 接 I令和 6年 2月14日（水）、 15日（木）、 16日（金）または19日（月）

I自己表現検査 I令和 6年 2月14日（水）、 15日（木）、 16日（金）または19日（月）

※ 面接および自己表現検査の日時は、受検票に記載されている二次元コードまたはURLから「志願者へのお知らせ」を確認

してください。

イ検査の会場 志願先（志願変更したときは、その志願変更先）の高等学校

【検査に関する注意点】
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検査の当日に持参するもの

受検票、策記用具、上ばき（必要としない学校もあります。）

志願先（志願変更したときは、その志願変更先）の高等学校から指示されたもの

ロ
共通選抜を志願する人のうち、インフルエンザの罹患等、やむを得ない事情により学力検査または特色検査（面接） （クリエイ

テイプスクールに限る。）の全てを受検できなかった人の中で、追検査の受検を希望する人を対象として次により実施します。

(1) 受検の手続

追検査の受検を希望する場合、在籍（卒業）中学校に状況を伝えます。

中学校長は必要事項を記入した追検査受検願（第 28号様式）を、志願先（志願変更したときは、その志願変更先）の高等学校

に提出します。この場合、追検査を受検する事由を証明する書類（医師の診断書等）を併せて提出します。提出期間および受付時

間は次表のとおりです。

追検査受検願（第 28号様式）の提出期間および受付時間（クリエイティブスクールを除く。）

令和 6巳］□'および I :]]昇i悶受□`` 4時

追検査受検願（第 28号様式）の提出期間および受付時間（クリエイティブスクール）

＇ 提出期間 1 受付時間

令和 6年 2月14日（水）から 2月14日（水）は、午後 1時～午後 4時
2月15日（木）は、午前 9時～午後 4時

2月16日（金）まで | 2月16日（金）は、午前 9時～午後 4時

※ 在籍（卒業）中学校が県外（海外を含む。）である等の事由により、期間内に追検査受検願（第 28号様式）の提出がで

きない場合、志願先（志願変更したときは、その志願変更先）の高等学校にご相談ください。

※ 追検査受検願（第 28号様式）については、神奈川県教育委員会のホームページからダウンロードし、印刷して利用する

こともできます。 URLは次のとおりです。 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/nyusen/nyusen/jishiyoryo.html

※ 学力検査以外の検査については、追検査を実施しません。 （ただし、クリエイティブスクールにおける特色検査（面接）

は除く。）

(2) 追検査の期日

(3) 追検査の会場

(4) 追検査の内容

令和 6年 2月 20日（火）

志願先（志願変更したときは、その志願変更先）の高等学校

ア 共通選抜（クリエイテイプスクールを除く。）

学力検査を行います。

学力検査の教科等・時間割

時 刻 9 :2応 9:50～ 

二］ii（嘩） I国語 I（齊） I数学 I疇 I訊） I理科 I（摯） I社会

＊外国語（英語）はリスニングテストを含みます。

10:55 1ifi窯 I12 05 |1□:I1心竺 I 13: 45 
13： 恥

14: 40 
14: 55 

15: 00~ 
15: 50 

イ 共通選抜（クリエイテイプスクール）

特色検査（面接）を行います。

特色検査（面接）の日時は、志願先（志願変更したときは、その志願変更先）の高等学校から指示されます。

【追検査に関する注意点】

① 学力検査は、志願先（志願変更したときは、その志願変更先）の高等学校が指定する教科または事前に申告した教科をす

べて受検します。

② 受検する教科以外の検査時間は、指示された場所で待機してください。

③ 携帯電話やスマートフォン、タブレット端末、ウェアラブル端末等の情報端末、計算または辞脅機能を持つ電子機器、定

規、三角定規、コンパス、分度器等は検査会場へ持ち込めません。

④ 学力検査当日、大雪等の非常事態により検査の実施について変更が予想される場合には、当日の朝に、次によりお知らせし

ますので、直接確認してください。 （変更の有無に関わらずお知らせします。）

ウェブページ上に掲載 午前6:30以降
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/nyusen/oshirase/kensa.html 

⑤ 検査当日に持参するもの

ア 共通選抜（クリエイティブスクールを除く。）

I受検票、筆記用具※、昼食、上ばき（必要としない学校もあります。）

※ 学力検査はマークシート方式による解答用紙となっています。

※ 解答用紙への記入は鉛筆またはシャープペンシルに限りますが、問題用紙にチェックするためのマーカー等は使用できま

す。 （マークシート方式の解答にあたっては、 HBまたはBの黒鉛筆が適しています。また、シャープペンシルを使用する

場合は、芯の太さが0.5mm以上のものが適しています。）

イ 共通選抜（クリエイティブスクール）

受検票、上ばき（必要としない学校もあります。）

志願先（志願変更したときは、その志願変更先）の高等学校から指示されたもの

I携帯電話等について 1

学力検査当日は、携帯電話やスマートフォン等の携帯情報端末を検査会場に持ち込むことは禁止ですが、大雪等への対策で、持ち込む

必要がある場合は、事前に保護者から中学校へご相談ください。持ち込むことになった場合は、会場に着いたら電源を切り、氏名、受検

番号を記入した封筒（中学校名入り）に入れ、検査会場での指示に従ってください。

なお、県内国公立中学校に在籍していない人で、大雪等への対策で持ち込む必要がある場合は、志願先（志願変更したときは、その

志願変更先）の高等学校にご相談ください。
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［共通選抜の選考方法 ］ 
(1) 共通選抜における選考の方法（クリエイティブスクールおよび県立横浜国際高等学校を除く。）

中学校長から提出された調査書の評定（A)、学力検査（追検査を含む。）の得点 (B)および調査書の各教科における第 3学年

の「主体的に学習に取り組む態度」の評価を換算した数値（C）をもとに、それぞれを 100点満点に換算した (a)、(b)、(C)の

数値と、各学校が定めた比率(f、g、 h)を用いて、各選考を行います。

① 第 1次選考（募集人員の90％まで）

を算出し、上位の者から合格者を決定します。

S1=(a)X f+(b)Xg 

なお、特色検査を実施した場合は、その結果(D)を100点満点に換算した(d)を加えます。

| s l =(a) x f + (b) X g + (d) X i | 
※ f、gは 2以上の整数でf+ g =10、 iは 1以上 5以下の整数

② 資料の整わない者の選考

資料の整わない者については、参考にできる資料を活用して、第 1次選考合格者に相当する者であるかを判断し、適正に選考

します。

③ 第 2次選考

(• ②で合格となっていないすべての者を対象に、次の式により合計値を算出し、上位の者から合格者を決定します。

| s圧 (b)x g+ (c) x h | 
なお、特色検査を実施した場合は、

| s 2=  (b) X g + (c) x h + (d) X i | 
※ g、 hは2以上の整数でg+ h =10として改めて設定、 iは 1以上 5以下の整数

また、調査書の各教科における第 3学年の「主体的に学習に取り組む態度」の評価を欠く者については、参考にできる資料を

活用して適正に選考します。

なお、県立光陵高等学校における連携型中尚一貫教育校連携募集において欠員を生じた場合は、その欠員分を加えた数まで同

校の合格者を決定します。

(2) クリエイティブスクールの共通選抜における選考の方法

各高等学校が事前に公表した選考基準に基づいて、中学校長から提出された調査書の観点別学習状況、特色検査（面接および

自己表現検査）の結果を資料として、総合的に選考します。
(3)全日制の課程（県立横浜国際高等学校に限る。）

① 事前に公表した選考基準に基づいて、中学校長から提出された調査書の評定、学力検査（追検査を含む。）および特色検査
の結果を資料として、総合的に選考し、共通選抜募集人員まで合格者を決定します。また、資料の整わない者については、参
考にできる資料を活用して適正に選考します。

なお、第 1希望の志願者の選抜について、海外帰国生徒特別募集における国際科国際バカロレアコースにおいて欠員を生じ

た場合は、その欠員分を加えた数まで同じコースの合格者を決定します。
② ①に従って合格者を決定した上で、国際科国際バカロレアコースの選考において欠員を生じた場合、国際科（国際バカロレ

アコースを除く。）を第 1希望としていながら合格者とならず、かつ、国際科国際バカロレアコースを第 2希望とする者の中

から、事前に公表した国際科（国際バカロレアコースを除く。）の選考基準の数値の算出方法を用い、総合的に選考し、合格
者を決定します。

③ ②に従って合格者を決定した上で、さらに海外帰国生徒特別募集における国際科国際バカロレアコースにおいて欠員がある

場合は、その欠員分を加えた数まで同じコースの合格者を決定します。

［合格者の発表］

合格者の発表の日時・方法および合格通知書の交付場所は次表のとおりです。 I→マニュアルP.56~| 

合格通知書の交付場所 備考合格者の発表の日時・方法

令和 6年 2月28日（水）午前 9時 志願先（志願変更したときは、その志願合格通知書の受取には、受検票の

変更先）の高等学校 1提示が必要です。出願サイト上で確認します。

※ 出願サイトで合格発表を閲覧することができない場合は、志願先（志願変更したときは、その志願変更先）の高等学校に

て合否結果通知書を手渡します。
※ 合格者には学力検査等の得点および教科別の採点結果（「答案の写し」および「問い別採点結果」）を手渡します。不合格

者には学力検査等の得点および教科別の採点結果（「答案の写し」および「問い別採点結果」）を郵送します。
※ 合格通知書および答案の写し等の受取を行うのは本人です。代理人が受取を行う場合は、事前に中学校から志願先（志願変
更したときは、その志願変更先）の高等学校に連絡した上で、本人を確認できる書類（運転免許証等）を持参してください。代
理人が保護者以外の場合、併せて委任状も持参してください。

［入学の許可］
(1) 入学の許可は、合格者に高等学校長が合格通知書を交付することによって行います。

(2) 志願または選抜のための検査等に際し、不正行為があった場合は、入学を許可しません。また、入学許可後に不正行為が判明

した場合は、入学の許可を取り消します。

区
(1) 高等学校長が指定する期日までに、誓約書を高等学校に提出してください。

(2) 指定された期日までに入学料を納付してください。指定された期間内に入学手続を行わなかった人は、入学の許可を取り消さ

れることがあります。納付方法は、受検料の納付方法と同様です。出願サイトから納付する際、別途、システム利用料がかかり

ます。 （本冊子p.27)入学料の額等は次表のとおりです。 I→マニュアルp.57~1
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高等学校の区分

名称
言

畠斗 竺市金立 1 )1巴言：
5, 6 5 0円

横須賀市立

入学金

三(1) 志願者数等については、募集期間の最終日から志願変更期間の最終日まで、毎日、午後 5時に各高等学校のホームページで公

表予定です。 （土曜日および日曜日を除く。）ただし、募集期間および志願変更期間の最終日は、県教育委員会の記者発表終了

後、各高等学校のホームページまたは神奈川県のホームページの「記者発表」よりご覧いただけます。

(2) 志願者数、合格者等については、電話等による問合せには一切応じません。
(3) 志願手続についてわからないときは、志願先の高等学校にお問い合わせください。

(4)入学者選抜に関する「自分の個人情報」は、個人情報の保護に関する法律に基づき、文書による開示請求をすれば、指定され

た期日に見ることができます。 （ただし、請求しても見ることができないものもあります。）
(5) 入学者選抜の資料とした住所・氏名等の個人情報は、個人情報の保護に関する法律に基づいて、入学後の教育活動のために使

用します。

(6) 経済的な理由で支払が困難な方に対し、受検料および入学料の全部または一部を免除する制度があります。詳しいことについ
ては、各高等学校にお問い合わせください。 （本冊子p,35) 

m 二次募集
二次募集は、県立の高等学校については県教育長が、各市立の高等学校についてはそれぞれの市教育長が必要と認めた場合に行

います。

［志願資格と学区）

(1)本冊子p.5の Iの「志願資格」に該当し、かつ、令和6年度入学者選抜における国公私立の高等学校（高等専門学校を含む。）

または特別支援学校の合格者になっていない人が志願できます。

※ 合格者は、入学手続の有無に関わらず、志願することはできません。

※ 二次募集と定通分割選抜は、両方に志願することができます。

※ 一般募集の二次募集とインクルーシブ教育実践推進校特別募集の二次募集は、同時に志願することはできません。

(2) 二次募集は、県立高等学校、横浜市立高等学校、川崎市立高等学校および横須賀市立高等学校において、県内のどこからでも
志願することができます。

注意 県教育長の志願資格の承認を受けた人は、志願資格承認書の交付等について本冊子p.28を確認してください。

［入学願書等の提出）

(I) 募集期間中に、紙による入学願書（第 1号様式の 1) を志願先の高等学校へ直接提出してください。郵送による入学願書
等の提出はできません。

入学願書については、必要事項をもれなく記入の上、志願者の写真を貼り、中学校長の証明等を受けてください。入学願書に

不備があるときは、受け付けることができません。 （記入上の注意は本冊子裏表紙をご覧ください。）
※ 18歳以上（令和 6年4月 1日現在）の人は、入学願書の保護者欄の記入を省略することができます。

(2) 受検料 (2, 2 0 0円）は、入学願書と併せて志願先の高等学校に直接納付してください。
(3) 募集期間中は、志願取消はできません。

※ 入学願害は、次の神奈川県教育委員会のホームページからダウンロードし、 A4サイズの白紙に印刷してください。

(https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/nyusen/nyusen/jishiyoryo.html) 

※ 特色検査（面接）を実施する高等学校において、面接シート（第14号様式）または当該高等学校長が定めた様式による脅類

の提出を求める場合には、入学願書と併せて志願の際に提出してください。 （本冊子p.34) 

※ 調査書については、中学校で厳封したものを、志願時または志願変更時に、志願者が持参することもできます。

※ 入学願書とともに提出する書類のある人は、併せて提出してください。

※ 入学願書等の提出を行うのは本人です。代理人が提出を行う場合は、事前に中学校から志願先の高等学校に連絡した上

で、本人を確認できる書類（運転免許証等）を持参してください。代理人が保護者以外の場合、併せて委任状も持参してください。

巳(I) 志願変更の範囲

ア 後記1二次募集の日程加志願変更期間中 1回に限り、志願変更できます。

イ 一般募集およびインクルーシブ教育実践推進校特別募集において、二次募集を実施しているどの高等学校へも志願変更でき
ます。

ウ 全・定の異なる課程の間でも志願変更できます。 （同じ高校の異なる課程にも志願変更できます。）
エ 異なる学科等へも志願変更できます。 （同じ高校の異なる学科等にも志願変更できます。）

オ 第 2希望の志願ができる高等学校に志願変更する際、第 2希望の志願をしていなくても、志願変更時に第 2希望の志願がで
きます。

(2) 志願変更をする人は、志願変更期間中に、次の手順により手続をしてください。郵送による志願変更の手続はできません。

① 志願変更願（第13号様式：各中学校に用紙があります。）に必要事項を記入します。
② 中学校長の確認印を受けた志願変更願と受検票を、志願先の高等学校へ直接提出します。
③ 入学願書等必要な書類の返還を受けます。
④ その場で、返還を受けた入学願書および受検票の志願先の高等学校名等を斜線で消し、志願変更先欄に記入

した後、高等学校の確認を受け、志願変更願（写し）を受け取ります。
⑤ 入学願書、受検票および志願変更願（写し）等を志願変更先の商等学校へ直接提出します。
※ 課程を変更する場合は、新たにそれぞれの入学願書を用意する必要があります。

※ 受検料に関する注意は共通選抜に準じます。本冊子p.6を参照してください。ただし、受検料の再納付方法については、前
記、入学願書等の提出 (2)に準じます。システム利用料はかかりません。

※ 第 2希望の志願変更の手続は、上記志願変更の手続に準じて行います。
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［二次募集の日程］

二次募集の日程は次表のとおりです。

項 目 期 間・期 日 時間等

募集期間 令和 6年 3月 1日（金）
3月 1日（金）は、午前 9時～正午

（入学願書等受付） および3月4日（月）
および午後 1時～午後4時

3月4日（月）は、午前 9時～正午

志願変更の期間
令和 6年 3月5日（火） 午前 9時～正午および

および3月6日（水） 午後 1時～午後 4時

調査書の
令和 6年 3月 1日（金）から

午前 9時～正午および

提出期間
3月7日（木）まで

午後 1時～午後 4時
（廿曜日および日曜日針徐＜。）

学力検査 午前 9時から

特色検査 令和 6年 3月8日（金） 志願先（志願変更したときは、その志願変更先）

（面接） の高等学校から志願受付時に指示されます。

合格者の発表 令和 6年 3月13日（水） 午前10時～正午（受検票の提示が必要です。）

（二次募集の検査 ） 
(1) 共通選抜（クリエイティブスクールを除く。）で実施する検査について

学力検査の教科等・時間割は次表のとおりです。

時 刻

教科
そ刀也

，，嘗 l闊雷 l 10 05 1門。誓
検査に
てヽて
の注意

雪 （予鈴） 国 語

10: 55 

（編

11： 伽

11: 30 

数学

貯字刀疾食は3教科です。必要に応じて
検査（面接）を実施する学校があります。

実施する場合の特色検査（面接）の時間等
は、志願先（志願変更したときは、その志願
変更先）の高等学校から志願（または志願変
更）受付時に指示されます。

(2) クリエイティブスクールで実施する検査について

学力検査は行わず、特色検査（面接）を実施します。

※ 特色検査（面接）の日時は、志願受付時に志願先（志願変更したときは、その志願変更先） の高等学校から指示されます。

［二次募集の選考方法］

調査書（クリエイティブスクールにおいては、評定を除く。）および学力検査（クリエイティブスクールにおいては、特色検査
（面接））の結果を資料として総合的に選考し、二次募集の募集人員に、二次募集の募集人員に含めることができなかった共通選

抜入学辞退者による欠員分を加えた数まで、合格者を決定します。当該高等学校が、必要に応じて特色検査（面接）を実施した場

合は、特色検査（面接）の結果も選考の資料とします。
なお、県立横浜国際高等学校においては、国際科国際バカロレアコースにおける海外帰国生徒特別募集において欠員を生じた場

合は、その欠員分を加えた数まで合格者を決定します。

［合格者の発表 ］ 
合格者の発表の日時および場所は次表のとおりです。

日 時

令和 6年 3月13日（水）

午前10時～正午

場所

志願先（志願変更したときは、

その志願変更先）の高等学校

方法

合否結果通知書（封筒に入っています。）を手渡します。

受取には、受検票の提示が必要です。

※ 合否結果通知書は、受検結果の通知です。合否結果を確認後、合格者は直ちに合格通知書を受け取ってください。
※ 学力検査を実施する高等学校の全ての検査を受検した者について、学力検査等の得点および教科別の採点結果（「答案

の写し」および「問い別採点結果」）を交付します。

※ 合格者には、合格通知書および入学手続関係書類を交付します。
※ 合否結果通知書、合格通知書および答案の写し等の受取を行うのは本人です。代理人が受取を行う場合は、事前に中学
校から志願先（志願変更したときは、その志願変更先）の高等学校に連絡した上で、本人を確認できる書類（運転免許証
等）を持参してください。代理人が保護者以外の場合、併せて委任状も持参してください。

区

言ロロロニロ：：言：す
区巨
(1) 入学の許可およびその他については、共通選抜に準じます。本冊子p.9、10を参照してください。
(2) 二次募集では、追検査は行いません。
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連携型中高一貫教育校連携募集

［募集を行う高校］

巳

学校名

県立光陵高等学校

県立愛川高等学校

普通科

普通科

学 科 募集定員

40人

45人

本冊子p.5の Iの「志願資格」に該当し、かつ、在籍する連携型中学校長の推薦を得た人が対象となります。

巳出願サイトにおける志願手続の流れは、本冊子p.2~4を参照してください。

(1)在籍中学校を通して、志願者アカウントを作成します。 I→マニュアルp.7~| 
(2) 出願サイトから志願情報を申請し、受検料 (2, 2 0 0円）を納付の上、中学校の確認および承認を受けると、志願情報が志願

先に提出されます。 I→マニュアルP.33~|
(3) 受検料は、志願情報申請後、出願サイトから納付します。納付方法は、クレジットカード、コンビニ払いおよびペイジーから

選べます。必ず保護者と確認の上、納付手続を行ってください。また、出願サイトから納付する際、別途、システム利用料がか

かります。 （本冊子p.21) I→マニュアルP.37~1 
(4) 出願サイトからの納付ができない場合に限り、受検料は、志願先の高等学校で現金納付することができます。

※ 志願先の高等学校以外で現金納付することはできません。

※ 納付した受検料は、原則として返還できません。

(5)募集期間は次表のとおりです。

＇令和 6年：ロロ□から 1百9翌 塁齢嚢｀戸：請し、中学校による確

(6) 推薦暑（第10号様式）は、原則、中学校長から志願先の高等学校へ提出されます。

巳 志願変更はできません。

［受検票の印刷）

(1) 志願者は、出願サイトから受検栗をダウンロードし、印刷の上、検査当日に持参します。印刷可能な期間は次表のとおりです。

印刷可能期間 i 備考

令和 6年 2月9日（金）から 受検票は、 A4サイズの白紙に印刷してください。

(2) 必ず検査前に、受検票に記載されている二次元コードまたはURLから「志願者へのお知らせ」を確認してください。

四
検査の内容および期日は次表のとおりです。

学校 名 1 内容

県立光陵高等学校

県立愛）1|高等学校

面接およびプレゼンテーション

面接

期日

令和 6年 2月15日（木）

四
県立愛川高等学校における連携型中高一貫教育校連携募集を志願する人のうち、インフルエンザの罹患等、やむを得ない事情

により面接を受検できなかった人の中で、追検査の受検を希望する人を対象として次により実施します。

なお、県立光陵高等学校における連携型中高一貰教育校連携募集については、追検査は実施しません。

(1) 受検の手続

追検査の受検を希望する場合、在籍中学校に状況を伝えます。

中学校長は必要事項を記入した追検査受検願（第 28号様式）を、県立愛川高等学校に提出します。この場合、追検査を受検

する事由を証明する書類（医師の診断書等）を併せて提出します。提出期間および受付時間は次表のとおりです。

提出期間 i 受付時間 1 

令和 6年 2月15日（木）および

2月16日（金）

(2) 追検査の内容および期日 □厨王］
(3) 追検査の会場 県立愛川高等学校

2月15日（木）は、午後 1時～午後 4時

2月16日（金）は、午前 9時～正午

令和 6年 2月 20日（火）

三 事前に公表した選考基準に基づいて、総合的に選考します。

［合格者の発表） ［：：五5日［：：：一じ三5日
(1) 上記以外の内容については、共通選抜に準じます。本冊子p.5~10を参照してください。

(2) 二次募集は実施しません。
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海外帰国生徒特別募集

l募集を行う高校］ 学校名 学科・コース 募集定員

県立神奈川総合高等学校 単位制普通科国際文化コース 10人(20人）

単位制国際科
20人

県立横浜国際高等学校 に際バカロレアコースを除く。）

単位制国際科国際バカロレアコース 5人

県立新城高等学校 普通科 10人

県立相模原弥栄高等学校 単位制普通科 5人

県立西湘高等学校 普通科 10人

県立鶴嶺高等学校 普通科 15人

県立伊志田高等学校 普通科 10人

横浜市立東高等学校 単位制普通科 10人

※ ( )は令和 6年 7月に募集する後期募集の募集人員で、 2月に行う検査の募集人員ではありません。

l志願資格と学区］

(1) 志願資格

本冊子p.5の Iの「志願資格」に該当し、かつ、次に該当する人が対象となります。

原則として、保護者の勤務等の関係で、継続して 2年以上外国に在住して帰国した日が令和 3年4月 1日

（後期募集は令和 3年10月 1日）以降の人

(2)学区

海外帰国生徒特別募集は、県立高等学校、横浜市立高等学校ともに、県内のどこからでも志願することができます。

区(1) 志願できるのは、一つの高等学校の一つの学科またはコースに限ります。

(2)海外帰国生徒特別募集に志願した人は、他の募集に同時に志願することはできません。

(3)他の都道府県の全日制の課程の公立高等学校（国立は除く。）を志願した人または志願予定の人は志願することはできません。

(4) 県立横浜国際高等学校国際科国際バカロレアコースに志願する場合、同校の国際科（国際バカロレアコースを除く。）を第 2

希望として志願することができます。また、県立横浜国際高等学校国際科（国際バカロレアコースを除く。）に志願する場合、

同校の国際科国際バカロレアコースを第 2希望として志願することができます。

区
出願サイトにおける志願手続の流れは、本冊子p.2~4を参照してください。

(1)|:]：：：竺中学校1 |B 私立や県外の中学校1の場合は、在籍（卒業）中学校を通して、志願者アカウントを作成します。
c 海外現地校等の場合は、中学校を通さずに、神奈川県教育委員会が作成する専用の中学校アカウントを通して志願者アカ

ウントを作成します。 I→マニュアルP.7~| 

(2)特別募集の志願資格を確認するため、志願資格確認期間中に、志願資格確認申請書および以下のア、イの書類を、各志願先の

高等学校に提出または提示してください。志願資格確認期間は次表のとおりです。

芸`芸宣言麟ご：：；日嘉旦疇］、：：号竺：録）

三 □三 ： ：：卜：出：月国：：：；：：：：：；者：］先

受検料 2, 2 0 0円
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(5) 出願サイトからの納付ができない場合に限り、受検料は、志願先の高等学校で現金納付することができます。

※ 志願先の高等学校以外で現金納付することはできません。
※ 納付した受検料は、原則として返還できません。

(6)募集期間は次表のとおりです。

募集期間 備 考

令和 6年 1月24日（水）午前 0時から
1月31日（水）正午まで

募集期間内に、志願情報を申請し、中学校によ
る確認および承認を受ける必要があります。

※ 募集期間中は、志願取消はできません。

(7) 志願者の調査書（令和 6年 4月 1日現在で18歳以上の人は不要）は、中学校長から志願先（志願変更したときは、その志願変

更先）の高等学校へ提出（郵送または窓口へ直接提出）されます。面接シート（第14号様式）または当該高等学校長が定めた様

式、長期の欠席を理由とする選抜方法に関する書類の提出を必要とする場合は、原則、調査書と併せて提出されます。 （本冊子

p.34)調査書等の提出期間は次表のとおりです。

調査書等の提出期間

令和 6年 2月5日（月）から
2月8日（木）まで

受付時間

2月 5日（月）は、午後 1時～午後 4時
2月 6日（火）、 2月 7日（水）および 2月8日（木）は、
午前 9時～正午および午後 1時～午後4時

巳(1) 志願変更の範囲

ア 後記(2)の志願変更期間中 1回に限り、志願変更できます。

イ どの高等学校へも志願変更できます。
ウ 全・定・通の異なる課程の間でも志願変更できます。
エ 異なる学科等へも志願変更できます。 （同じ高校の異なる学科等へも志願変更できます。）
才 一般募集共通選抜や他の特別募集へも志願変更できます。ただし、特別募集への志願変更の場合、その志願資格を有する人

に限ります。志願資格確認がされていない場合は、志願変更期間内に当該募集の志願資格確認の手続をしてください。

カ 第2希望の志願ができる高等学校に志願する際、第 2希望の志願をしていなくても、志願変更時に、第 2希望の志願ができ

ます。

(2)志願変更期間は次表のとおりです。

志願変更期間

令和 6年 2月5日（月）午前0時から
2月7日（水）正午まで

備考

志願変更期間内に、志願変更申請し、中学校による
確認および承認を受ける必要があります。

※ 手続については、本冊子p,6を参照してください。

巳
志願または志願変更後に入学を希望する他の学校の合格が決まった場合は、合格発表日の前日（令和6年 2月27日（火））正午ま

でに、次の手順により、必ず志願取消をしてください。 I→マニュアルP.45~|
|A 県内の国公立中学校1 |B 私立や県外の中学校1の場合は、
① 在籍（卒業）中学校に志願取消を申し出て、出願サイト上で「志願取消許可」を得ます。
② 出願サイトから志願取消情報を申請し、中学校による確認および承認を受けると、志願取消が完了します。

|c 海外現地校等Iの場合は、

① 神奈川県教育委員会の窓口に志願取消を申し出て、出願サイト上で「志願取消許可」を得ます。

② 出願サイトから志願取消情報を申請すると、志願取消が完了します。

［受検票の印刷］

(1) 志願者は、出願サイトから受検票をダウンロードし、印刷の上、検査当日に持参します。印刷可能な期間は次表のとおりです。

令和 6年2月：：l：□9ら 1受検票は、 A4サイズ：白糸：こ印刷してください。

I→マニュアルP.45~|

(2)必ず検査前に、受検票に記載されている二次元コードまたはURLから「志願者へのお知らせ」を確認してください。

［学力検査等）

(1)検査の内容および期日 1学力検査・作文・面接 l令和 6年 2月14日（水）
※ 県立横浜国際高等学校国際科国際バカロレアコースについては、令和 6年 2月15日（木）に特色検査を実施します。

(2)検査の会場 志願先（志願変更したときは、その志願変更先）の高等学校
(3) 学力検査の教科等・時間割 ＊外国語（英語）はリスニングテストを含みます。

8 :50 9 :20 10: 30 11: 40 12: 30 13: 20 
14: 20 

時 刻 ～ ～ 10: 25 ～ 11: 35 ～ ～ 13: 15 ～ 
～ 

9: 10 10: 10 11: 20 12: 30 13: 15 14: 10 

教科
検鉗こ 外匡語

作文
その他

＜ てヽ ほ湿9 （予鈴） 国 語 （予鈴） 数学 幽 （予鈴）
（日祁吾

面接
の注意 ＊ 

【学力検査等に関する注意点】

① 学力検査等当日に持参するもの

I受検票、筆記用具※、昼食、上ばき（必要としない学校もあります。）
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※ 学力検査を実施する全ての公立高等学校でマークシート方式による解答用紙となっています。

※ 解答用紙への記入は鉛筆またはシャープペンシルに限りますが、問題用紙にチェックするためのマーカー等は使用できま

す。 （マークシート方式の解答にあたっては、 HBまたはBの黒鉛筆が適しています。また、シャープペンシルを使用する場

合は、芯の太さが0.5mm以上のものが適しています。）

② 携帯電話やスマートフォン、タブレット端末、ウェアラプル端末等の情報端末、計算または辞書機能を持つ電子機器、定規、

三角定規、コンパス、分度器等は検査会場へ持ち込めません。

③ 学力検査等当日、大雪等の非常事態により学力検査等の実施について変更が予想される場合には、当日の朝（県立神奈川総合

高等学校の後期躾集を除く。）に、次によりお知らせしますので、直接確認してください。 （変更の有無に関わらずお知らせし

ます。）

丁レビ神奈川（データ放送のdボタン→赤ボタン→県のお知らせ）午前6:3 0以降

・ ウェブページ上に掲載午前 6:30以降
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/nyusen/oshirase/kensa.html 鵬

④ 学力検査当日は、携帯電話やスマートフォン等の携帯情報端末を検査会場に持ち込むことは禁止ですが、大雪等への対策で、持ち

込む必要がある場合は、事前に保護者から中学校へご相談ください。持ち込むことになった場合は、会場に着いたら電源を切り、氏

名、受検番号を記入した封筒（中学校名入り）に入れ、高等学校の指示に従ってください。

なお、県内国公立中学校に在籍していない人で、大雪等への対策で持ち込む必要がある場合は、志願先（志願変更したときは、

その志願変更先）の高等学校にご相談ください。

巳 追検査（後期募集を除く。）は、共通選抜に準じます。本冊子p.8を参照してください。

厚
(1)県立横浜国際高等学校を除く高等学校

各高等学校が事前に公表した選考基準に基づいて、中学校長から提出された調査暑、学力検査（追検査を含む。）の結果、作

文および面接の結果を資料として、総合的に選考します。

(2) 県立横浜国際高等学校

① 事前に公表した選考基準に基づいて、中学校長から提出された調査書、学力検査（追検査を含む。）の結果、作文および面接

の結果（ただし、国際科国際バカロレアコースにおいては特色検査を含みます。）を資料として、総合的に選考し、合格者を

決定します。また、資料の整わない者については、参考にできる資料を活用して適正に選考します。

なお、第 1希望の志願者の選抜について、一般募集における国際科国際バカロレアコースにおいて欠員を生じた場合は、そ

の欠員分を加えた数まで同じコースの合格者を決定します。

② ①に従って合格者を決定した上で、国際科国際バカロレアコースの選考において欠員を生じた場合、国際科（国際バカロレ

アコースを除く。）を第 1希望としていながら合格者とならず、かつ、国際科国際バカロレアコースを第 2希望とする者の中

から、事前に公表した国際科（国際バカロレアコースを除く。）の選考基準の数値の算出方法を用い、総合的に選考し、合格

者を決定します。

③ ②に従って合格者を決定した上で、さらに一般募集における国際科国際バカロレアコースにおいて欠員がある場合は、その

欠員分を加えた数まで同じコースの合格者を決定します。

［合格者の発表］ ［：」り汀り］一］〔：：：ー］

合格者の発表、入学の許可および入学手続は、共通選抜に準じます。本冊子p.9、10を参照してください。

巳
(1)志願者数等については、募集期間の最終日から志願変更期間の最終日まで、毎日、午後 5時に各高等学校のホームページで公

表予定です。 （土曜日および日曜日を除く。）ただし、募集期間および志願変更期間の最終日は、県教育委員会の記者発表終了

後、各高等学校のホームページまたは神奈川県のホームページの「記者発表」よりご覧いただけます。

(2) 志願者数、合格者等については、電話等による問合せには一切応じません。

(3) 志願手続についてわからないときは、志願先の商等学校にお問い合わせください。

(4)入学者選抜に関する「自分の個人情報」は、個人情報の保護に関する法律に基づき、文書による開示請求をすれば、指定され

た期日に見ることができます。 （ただし、請求しても見ることができないものもあります。）

(5) 入学者選抜の資料とした住所・氏名等の個人情報は、個人情報の保護に関する法律に基づいて、入学後の教育活動のために使

用します。

(6) 経済的な理由で支払が困難な方に対し、受検料および入学料の全部または一部を免除する制度があります。詳しいことについ

ては、各高等学校にお問い合わせください。 （本冊子p.35) 

(7) 二次募集は実施しません。

(8) 県立神奈川総合高等学校の後期募集は、以下のとおり実施します。
ア志願資格

本冊子p.5の Iの「志願資格」に該当し、かつ、原則として、保護者の勤務等の関係で、継続して 2年以上外国に在住して帰

国した日が令和 3年10月 1日以降の人

イ 紙による入学願書等書類の提出

入学願書（第 2号様式の 1)を県立神奈川総合高等学校へ直接提出してください。郵送による入学願書の提出はできません。

また、募集期間中は、志願取消はできません。

県立神奈川総合高等学校長が面接の際に参考とする面接シートの提出を求める場合には、これを併せて提出してください。

※ 入学願脅は、次の神奈川県教育委員会のホームページからダウンロードし、 A4サイズの白紙に印刷してください。

(https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/nyusen/nyusen/jishiyoryo.html) 

ウ 志願者は、入学願書（第 2号様式の 1)提出の際、次の書類を提示する。

（ア）原則として、継続して 2年以上外国に在住していたことを証明する書類
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（イ）令和 3年10月 1日以降に帰国したことを証明する書類

工 募集期間（入学願書等受付）および受付時間

令和 6年 7月 24日（水）および 25日（木）は、午前 9時～正午および午後 1時～午後 4時

26日（金）は、午前 9時～正午

オ 受検料の納付 入学検定料 (2, 2 0 0円）を高等学校へ直接納付してください。

力 調査書の提出

志願者の調査書（令和 6年4月 1日現在で18歳以上の人は不要）は、中学校長から、県立神奈川総合高等学校へ提出されます。

キ 検査（学力検査・作文・面接）の期日および会場 令和 6年 7月30日（火） 県立神奈川総合高等学校

ク 学力検査の教科等・時間割および学力検査に関する注意点

本冊子p.14、15の「学力検査等」の (3)および【学力検査等に関する注意点】に準じます。

※ 学力検査はマークシート方式ではありません。

※ 追検査は実施しません。

ケ選考方法 本冊子p.15の「選考方法」に準じます。

コ 合格者の発表

日時令和6年 8月2日（金）午前10時～正午

場所県立神奈川総合高等学校

方 法 合否結果通知書（封筒に入っています。）を手渡します。受取には、受検票の提示が必要です。合否結果を確認後、

合格者は直ちに合格通知書を受け取ってください。

※ 学力検査等の得点および教科別の採点結果（「答案の写し」および「間い別採点結果」）を手渡します。

サ入学の許可 本冊子 9ページの「入学の許可」に準じます。

シ入学手続

高等学校長が指定する期日までに、誓約書を高等学校に提出してください。

指定された期日までに、入学料 (5, 6 5 0円）を高等学校へ直接納付してください。

※ 指定された期間内に入学手続を行わなかった人は、入学の許可が取り消されることがあります。

ス その他 (2)~(7)に準じます。
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｛募集を行う高校l

［志願資格と学区 l
(1)志願資格

在県外国人等特別募集

学校名 学科

県立鶴見総合高等学校 単位制総合学科

県立横浜清陵高等学校 単位制普通科

県立横浜旭陵高等学校 単位制普通科

県立新栄高等学校 普通科

県立川崎高等学校 単位制普通科

県立大師高等学校 単位制普通科

県立橋本高等学校 普通科

県立相模原弥栄高等学校 単位制普通科

県立高浜高等学校 普通科

県立藤沢総合高等学校 単位制総合学科

県立大和南高等学校 普通科

県立伊勢原高等学校 普通科

県立座間総合商等学校 単位制総合学科

県立愛川高等学校 普通科

横浜市立みなと総合高等学校 単位制総合学科

横浜市立横浜商業高等学校 国際学科

本冊子p.5の Iの「志願資格」に該当し、かつ、次のすべてに該当する人が対象となります。

(1) 外国の国籍を有する（難民として認定された人を含みます。）人

または日本国籍を取得して 6年以内（令和 6年 2月 1日現在）の人

(2) 入国後の在留期間が通算で 6年以内（令和 6年 2月 1日現在）の人

※日本における学齢期以降（小学校 1学年以降）で計算します。

(2) 学区

募集定員

20人

13人

7人

7人

12人

10人

10人

10人

7人

7人

10人

10人

10人

10人

6人

4人

在県外国人等特別募集は、県立高等学校、横浜市立高等学校ともに、県内のどこからでも志願することができます。

巳(1) 志願できるのは、一つの高等学校の一つの学科に限ります。

(2) 在県外国人等特別募集に志願した人は、他の募集に同時に志願することはできません。

(3) 他の都道府県の全日制の課程の公立高等学校（国立は除く。）を志願した人または志願予定の人は志願することはできません。

出願サイトにおける志願手続の流れは、本冊子p.2~4を参照してください。

(l) |:]:：：竺中学校1 |B 私立や県外の中学校iの場合は、在籍（卒業）中学校を通して、志願者アカウントを作成します。
c 海外現地校等の場合は、中学校を通さずに、神奈川県教育委員会が作成する専用の中学校アカウントを通して志願者アカ

ウントを作成します。 ［→マニュアルP.7 ~1 
(2) 特別募集の志願資格を確認するため、志願資格確認期間中に、志願資格確認申請書および以下のア、イの薔類を、各志願先の

高等学校の窓口で提出または提示してください。

志願資格確認期間は次表のとおりです。

口：日曜6日年 1日月曜4日日（：：）：：：：：：［：学校閉庁日を除く。） I ］:̀;:]]]::、 1 :?;::9::)烹：学

ア 外国籍を有すること、難民として認定されたこと、または日本国籍を取得して 6年以内（令和 6年2月1日現在）であるこ

とを証明する書類

イ 入国後の在留期間が通算 6年以内（令和 6年2月 1日現在）であることを証明する書類（パスポート、出入国記録等）

注意 ・ 出入国の際、一部の空港において出入国審査を自動で行う、いわゆる「自動化ゲート」を通過した場合、パ

スポートには期日等がスタンプ（証印）されません。志願資格の確認をするための脅類としてパスポートを利

用する場合は、自動化ゲートの通過後（出国時は搭乗前、入国時は税関検査前までに）必ず、各審査場事務室
の職員にスタンプ（証印）についてお問い合わせください。

・ 学校閉庁日は、各高等学校のホームページを確認してください。

志願先高等学校で出願サイトに志願資格の登録がされないと、在県外国人等特別募集に志願できません。

(3) 出願サイトから志願情報を申請し、受検料を納付の上、中学校の確認および承認を受けると、志願情報が志願先に提出されま

す。 I→マニュアルP.33~1 
(4) 受検料は、志願情報申請後、出願サイトから納付します。納付方法は、クレジットカード、コンビニ払いおよびペイジーから
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選べます。必ず保護者と確認の上、納付手続を行ってください。

かります。受検料の金額等は次表のとおりです。 （本冊子p.27) 

高等学校
の区分

名称

受検料

また、出願サイトから納付する際、別途、

I→マニュアルp.37~ 
システム利用料がか

県立 横浜市立

入学検定料

2, 

入学選考手数料

2 0 0円

(5) 出願サイトからの納付ができない場合に限り、受検料は、志願先の高等学校で現金納付することができます。

※ 志願先の高等学校以外で現金納付することはできません。
※ 納付した受検料は、原則として返還できません。

(6) 募集期間は次表のとおりです。

募集期間 備 考

令和 6年 1月24日（水）午前 0時から
1月31日（水）正午まで

募集期間内に、志願情報を申請し、中学校によ
る確認および承認を受ける必要があります。

※ 募集期間中は、志願取消はできません。

(7) 志願者の調査書（令和 6年 4月 1日現在で18歳以上の人は不要）は、中学校長から志願先（志願変更したときは、その志願変

更先）の高等学校へ提出（郵送または窓口へ直接提出）されます。面接シート（第14号様式）または当該高等学校長が定めた様

式、長期の欠席を理由とする選抜方法に関する壽類の提出を必要とする場合は、原則、調査薔と併せて提出されます。調査書等

の提出期間は次表のとおりです。

調査書等の提出期間

令和 6年 2月 5日（月）から
2月 8日（木）まで

受付時間

2月 5日（月）は、午後 1時～午後 4時
2月 6日（火）、 2月 7日（水）および 2月8日（木）は
午前 9時～正午および午後 1時～午後 4時

巳
(1)志願変更の範囲

ア 後記 (2)の志願変更期間中 1回に限り、志願変更できます。

イ どの高等学校へも志願変更できます。

ウ 全・定・通の異なる課程の間でも志願変更できます。 （同じ高校の異なる課程にも志願変更できます。）

エ 異なる学科等へも志願変更できます。 （同じ高校の異なる学科等にも志願変更できます。）

才 一般募集共通選抜や他の特別募集へも志願変更できます。ただし、特別募集への志願変更の場合、その志願資格を有する人
に限ります。志願資格確認がされていない場合は、志願変更期間内に当該募集の志願資格確認の手続をしてください。

(2) 志願変更期間は次表のとおりです。

志願変更期間

令和 6年 2月 5日（月）午前 0時から
2月 7日（水）正午まで

備考

志願変更期間内に、志願変更申請し、中学校による
確認および承認を受ける必要があります。

※ 手続については、本冊子p.6を参照してください。

区志願または志願変更後に入学を希望する他の学校の合格が決まった場合は、合格発表日の前日（令和 6年2月27日（火））正午ま

でに、次の手順により、必ず志願取消をしてください。 I→マニュアルP.45~|
|A 県内の国公立中学校1 |B 私立や県外の中学刻の場合は、

① 在籍（卒業）中学校に志願取消を申し出て、出願サイト上で「志願取消許可」を得ます。
② 出願サイトから志願取消情報を申請し、中学校による確認および承認を受けると志願取消が完了します。

|c 海外現地校等Iの場合は、

① 神奈川県教育委員会の窓口に志願取消を申し出て、出願サイト上で「志願取消許可」

② 出願サイトから志願取消情報を申請すると志願取消が完了します。

［受検票の印刷］

(1) 志願者は、出願サイトから受検票をダウンロードし、印刷の上、検査当日に持参します。印刷可能な期間は次表のとおりです。

令和 6年 2月：n：lJ口］で1ら 1受検票は、 A4サイズ：i白糸：こ印刷してくたさい。

→マニュアルp_.45~

を得ます。

(2) 必ず検査前に、受検票に記載されている二次元コードまたはURLから「志願者へのお知らせ」

［学力検査等）

(1) 検査の内容および期日 I学力検査・面接 I令和 6年 2月14日（水）

(2)検査の会場 志願先（志願変更したときは、その志願変更先）の高等学校

(3) 学力検査の教科等・時間割 ＊外国語（英語）はリスニングテストを含みます。

を確認してください。
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時刻
8:恥 9:烈 10: 30~ 

11: 35 
11：⑩～ 12：淡

13: 15 13：以
9: 10 10: 10 

10: 25 
11: 20 12: 30 13: 15 

教科
疇こ

外匡語

そび也
ついて

霙西＊
（予鈴） 国語 （予鈴） 数学 疇 （予鈴） 面接

疇

【学力検査等に関する注意点】

① 学力検査等当日に持参するもの

に検票、筆記用具※、昼食、上ばき（必要としない学校もあります。）
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テレビ神奈川（データ放送→dボタン→赤ボタン→県のお知らせ）午前 6:30以降

ウェブページ上に掲載 午前6:30以降
https://w¥Irw.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/nyusen/oshirase/kensa.html 

④ 学力検査当日は、携帯電話やスマートフォン等の携帯情報端末を検査会場に持ち込むことは禁止ですが、大雪等への対策で、持ち

込む必要がある場合は、事前に保護者から中学校へご相談ください。持ち込むことになった場合は、会場に着いたら電源を切り、氏

名、受検番号を記入した封筒（中学校名入り）に入れ、高等学校の指示に従ってください。

なお、県内国公立中学校に在籍していない人で、大雪等への対策で持ち込む必要がある場合は、志願先（志願変更したときは、

その志願変更先）の高等学校にご相談ください。

区 追検査は、共通選抜に準じます。本冊子P-8を参照してください。

詞
各高等学校が事前に公表した選考基準に基づいて、中学校長から提出された調査響、学力検査（追検査を含む。）の結果および

面接の結果を資料として、総合的に選考します

三 戸三合格者の発表、入学の許可および入学手続は、共通選抜に準じます。本冊子P-9、10を参照してください。

詞(1) 志願者数等については、募集期間の最終日から志願変更期間の最終日まで、毎日、午後 5時に各高等学校のホームページで公

表予定です。 （土曜日および日曜日を除く C) ただし、募集期間および志願変更期間の最終日は、県教育委員会の記者発表終了

後、各高等学校のホームページまたは神奈川県のホームページの「記者発表」よりご覧いただけます。

(2) 志願者数、合格者等については、電話等による問合せには一切応じません。

(3) 志願手続についてわからないときは、志願先の高等学校にお問い合わせください。

(4) 入学者選抜に関する「自分の個人情報」は、個人情報の保護に関する法律に基づき、文書による開示請求をすれば、指定され

た期日に見ることができます。 （ただし、請求しても見ることができないものもあります。）

(5) 入学者選抜の資料とした住所・氏名等の個人情報は、個人情報の保護に関する法律に基づいて、入学後の教育活動のために使

用します。

(6) 経済的な理由で支払が困難な方に対し、受検料および入学料の全部または一部を免除する制度があります。詳細については、

各高等学校にお問い合わせください。 （本冊子p.35をご覧ください。）

(7) 二次募集は実施しません。
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インクルーシブ教育実践推進校特別募集

I インクルーシブ教育実践推進校特別募集（二次募集を除く。）

［募集を行う高校］ 学校名 学科 血佳定員

県立城郷高等学校 普通科 21人

県立横浜南陵高等学校 普通科 21人

県立保上ケ谷高等学校 普通科 21人

県立霧が丘高等学校 普通科 21人

県立白山高等学校 普通科 21人

県立上矢部商等学校 普通科 21人

県立川崎北高等学校 普通科 21人
県立菅高等学校 普通科 21人

県立橋本高等学校 普通科 21人

県立上鶴間高等学校 普通科 21人

県立津久井浜高等学校 普通科 21人

県立湘南台高等学校 普通科 21人

県立茅ケ崎高等学校 普通科 21人

県立厚木西蘭等学校 普通科 21人

県立伊勢原蘭等学校 普通科 21人
県立足柄高等学校 普通科 21人

県立綾瀬高等学校 普通科 21人

県立二宮高等学校 普通科 21人

詞
本冊子p.5の Iの「志願資格」に該当する知的障害のある人で、高等学校での学習や生活について理解し、入学の意欲のある人

が対象となります。

回
(1)志願できるのは、一つの高等学校に限ります。

(2) インクルーシブ教育実践推進校特別募集に志願した人は、他の窮集に同時に志願することはできません。

(3)他の都道府県の全日制の課程の公立高等学校（国立は除く。）を志願した人または志願予定の人は志願することはできません。

巳出願サイトにおける志願手続の流れは、本冊子p.2~4を参照してください。

(1)|:::::]中学校1|B 私立や県外の中学校1の場合は、在籍（卒業）中学校を通して、志願者アカウントを作成します。
c 海外現地校等の場合は、中学校を通さずに、神奈川県教育委員会が作成する専用の中学校アカウントを通して志願者アカ

ウントを作成します。 I→マニュアルP.7~1 

(2) 出願サイトから志願手続を行います。志願情報を申請し、受検料（ 2, 20 0円）を納付の上、中学校の確認および承認を受け

ると、志願情報が志願先に提出されます。 I→マニュアルP.33~|
(3) 受検料は、志願情報申請後、出願サイトから納付します。納付方法は、クレジットカード、コンビニ払いおよびペイジーから

選べます。必ず保護者と確認の上、納付手続を行ってください。また、出願サイトから納付する際、別途、システム利用料がか

かります。 （本冊子p.27) I→マニュアルP.37~|
(4) 出願サイトからの納付ができない場合に限り、受検料は、志願先の高等学校で現金納付することができます。

※ 志願先の高等学校以外で現金納付することはできません。

※ 納付した受検料は原則として返還できません。

(5) 中学校長の職印の押印を受けたインクルーシブ教育実践推進校特別募集志願資格確認書（第34号様式）、インクルーシブ教育実

践推進校特別募集用面接シート（第33号様式）を、在籍する中学校に提出してください。

(6) 募集期間は次表のとおりです。

1 募集期間 1 備考

令和 6年 1月24日（水）午前 0時から
1月31日（水）正午まで

募集期間内に、志願情報を申請し、中学校による確
認および承認を受ける必要があります。

※ 募集期間中は、志願取消はできません。

(7) 志願者の調査嘗（令和 6年4月 1H現在で18歳以上の人は不要）は、中学校長から志願先（志願変更したときは、その志願変

更先）の高等学校へ提出（郵送または窓口へ直接提出）されます。インクルーシブ教育実践推進校特別募集志願資格確認響（第34

号様式）およびインクルーシブ教育実践推進校特別募集用面接シート（第33号様式）、長期の欠席を理由とする選抜方法に関する

害類は、原則、調査害と併せて提出されます。調査書等の提出期間は次表のとおりです。

調査壽等の提出期間 I 受付時間

令和 6年 2月 5日（月）から
2月 8日（木）まで

詞
(1)志願変更の範囲

2月 5日（月）は、午後 1時～午後 4時
2月 6日（火）、 2月 7日（水）および 2月8日（木）は、
午前 9時～正午および午後 1時～午後 4時
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ア 後記(2)の志願変更期間中 1回に限り、志願変更できます。

イ どの高等学校へも志願変更できます。

ウ 全・定・通の異なる課程の間でも志願変更できます。 （同じ高校の異なる課程にも志願変更できます。）

エ 異なる学科等へも志願変更できます。 （同じ高校の異なる学科等にも志願変更できます。）

オ 一般募集共通選抜や他の特別募集へも志願変更できます。ただし、特別募集への志願変更の場合、その志願資格を有する人
に限ります。志願資格確認がされていない場合は、志願変更期間内に当該募集の志願資格確認をしてください。

(2) 志願変更期間は次表のとおりです。

志願変更期間 I 備考

令和 6年 2月5日（月）午前0時から
2月7日（水）正午まで

志願変更期間内に、志願変更申請し、中学校による確
認および承認を受ける必要があります。

※ 手続については、本冊子p.6を参照してください。 I→マニュアルP.45|
※ インクルーシブ教育実践推進校特別募集実施校の間で志願変更する場合、志願変更先の高等学校を記載したインクルー

シブ教育実践推進校特別募集志願資格確認書（第34号様式）を新たに作成し、本冊子p.201志願手続I(5)と同様に取り扱っ
てください。

区
志願または志願変更後に入学を希望する他の学校の合格が決まった場合は、合格発表日の前日（令和 6年 2月27日（火））正午ま

でに、次の手順により、必ず志願取消をしてください。 I→マニュアルP.45|
|A 県内の国公立中学校1 |B 私立や県外の中学校1の場合は、

① 在籍（卒業）中学校に志願取消を申し出て、出願サイト上で「志願取消許可」を得ます。
② 出願サイトから志願取消情報を申請し、中学校による確認および承認を受けると志願取消が完了します。

|c 海外現地校等Iの場合は、

① 神奈川県教育委員会の窓口に志願取消を申し出て、出願サイト上で「志願取消許可」を得ます。

② 出願サイトから志願取消情報を申請すると志願取消が完了します。

［受検票の印刷］

(1) 志願者は、出願サイトから受検票をダウンロードし、印刷の上、検査当日に持参します。印刷可能な期間は次表のとおりです。

印刷可能期間 1 備考

令和 6年 2月 9日（金）から 受検票は、 A4サイズの白紙に印刷してください。

(2)必ず検査前に、受検票に記載されている二次元コードまたはURLから「志願者へのお知らせ」を確認してください。

回
(1)検査の内容および期日 口亘亙］令和 6年 2月15日（木）または2月16日（金）

(2)検査の会場

志願先（志願変更したときは、その志願変更先）の高等学校

※ 面接当日に持参するもの

受検票、筆記用具、上ばき（必要としない学校もあります。）
志願先（志願変更したときは、その志願変更先）の高等学校から指示されたもの

四インクルーシブ教育実践推進校特別募集を志願する人のうち、インフルエンザの罹患等、やむを得ない事情により面接を受検

できなかった人の中で、追検査の受検を希望する人を対象として次により実施します。

(1) 受検の手続

追検査の受検を希望する場合、在籍（卒業）中学校に状況を伝えます。

中学校長は必要事項を記入した追検査受検願（第 28号様式）を、志願先（志願変更したときは、その志願変更先）の高等学

校に提出します。この場合、追検査を受検する事由を証明する書類（医師の診断書等）を併せて提出します。提出期間および受

付時間は次表のとおりです。

提出期間 1 受付時間

令和 6年2月15日（木）から
2月19日（月）まで

（土曜日及び日曜日を除く。）

2月15日（木）は、午後 1時～午後 4時
2月16日（金）は、午前 9時～午後 4時
2月19日（月）は、午前 9時～正午

※ 在籍中学校または出身中学校が県外（海外を含む。）である等の事由により、期間内に追検査受検願（第 28号様式）の

提出ができない場合、志願先（志願変更したときは、その志願変更先）の高等学校にご相談ください。
※ 追検査受検願（第 28号様式）については、神奈川県教育委員会のホームページからダウンロードし、印刷して利用する

こともできます。 URLは次のとおりです。 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/nyusen/nyusen/jishiyoryo.html

(2) 追検査の内容および期日 E国王］ 令和 6年 2月 20日（火）

(3) 追検査の会場 志願先（志願変更したときは、その志願変更先）の高等学校

詞 高等学校が事前に公表した選考基準に基づいて、面接の結果を資料として、総合的に選考します。

［合格者の発表］ ［：：邑五竺］〔ミそ：ー］［［邑日〕
合格者の発表、入学の許可および入学手続は、共通選抜に準じます。本冊子p.g、 10を参照してください。
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II 二次募集

インクルーシブ教育実践推進校特別募集の二次募集は、県教育長が必要と認めた場合に行います。

区
本冊子p.5の Iの「志願資格」に該当する知的障害のある人で、高等学校での学習や生活について理解し、入学の意欲のある人

が対象となります。さらに、令和 6年度入学者選抜における国公私立の高等学校（高等専門学校を含む。）または特別支援学校の合

格者になっていない人が志願できます。

※ 合格者は、入学手続の有無に関わらず、志願することはできません。

※ インクルーシブ教育実践推進校特別募集の二次募集と定通分割選抜は、両方に志願することができます。

※ 一般募集の二次募集とインクルーシブ教育実践推進校特別寡集の二次募集は、同時に志願することはできません。

注意 県教育長の志願資格の承認を受けた人は、志願資格承認書の交付等について本冊子p.28を確認してください。

［入学願書等の提出）

(1) 募集期間中に、中学校長の職印の押印を受けた紙による入学願書（第 2号様式の 3)およびインクルーシブ教育実践推進校

特別募集志願資格確認書（第34号様式）ならびにインクルーシブ教育実践推進校特別募集用面接シート（第33号様式）を志願

先の高等学校へ直接提出してください。郵送による入学願書等の提出はできません。

(2) 受検料 (2, 200円）は入学願書と併せて志願先の高等学校に直接納付してください。

(3) 募集期間中は、志願取消はできません。

※ 入学願書は、次の神奈川県教育委員会のホームページからダウンロードし、 A4サイズの白紙に印刷してください。

(https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/nyusen/nyusen/jishiyoryo.html) 
※ 調査書については、中学校で厳封したものを、志願時または志願変更時に、志願者が持参することもできます。
※ 他に提出する書類のある人は、入学願書と併せて提出してください。
※ 入学願書等の提出を行うのは本人です。代理人が提出を行う場合は、事前に中学校から志願先（志願変更したときは、

その志願変更先）の高等学校に連絡した上で、本人を確認できる書類（運転免許証等）を持参してください。
なお、代理人が保護者以外の場合、併せて委任状も持参してください。

口志願変更の範囲
ア 志願変更期間中 1回に限り、志願変更できます。
イ 一般募集およびインクルーシブ教育実践推進校特別募集において、二次募集を実施しているどの高等学校へも志願変更でき

ます。
ウ 全・定（夜間以外）の異なる課程の間でも志願変更できます。 （同じ高校の異なる課程にもできます。）

エ 異なる学科等へも志願変更できます。 （同じ高校の異なる学科等にもできます。）

［二次募集の日程）

二次募集の日程は次表のとおりです。

項 目 期 間・期 H 時間等

募集期間 令和 6年 3月 1日（金）
3月 1日（金）は、午前 9時～正午

（入学願薔等受付） および 3月4日（月）
および午後 1時～午後 4時

3月4日（月）は、午前 9時～正午

志願変更の期間
令和 6年 3月 5日（火） 午前 9時～正午および

および 3月 6日（水） 午後 1時～午後 4時

調査書の
令和 6年 3月 1日（金）から

午前 9時～正午および

提出期間
3月 7日（木）まで

午後 1時～午後 4時
（廿曜日および日曜日杞徐く。）

面接 令和 6年 3月 8日（金）
志願先（志願変更したときは、その志願変更先）

の高等学校から志願受付時に指示されます。

合格者の発表 令和 6年 3月13日（水） 午前10時～正午（受検票の提示が必要です。）

回
面接を実施します。

※ 面接の時間は、志願受付時に志願先（志願変更したときは、その志願変更先）の高等学校から指示されます。

［二次募集の選考方法）

面接の結果を資料として総合的に選考し、二次募集の募集人員に、二次募集の募集人員に含めることができなかったインクルー

シブ教育実践推進校特別募集入学辞退者による欠員分を加えた数まで、合格者を決定します。

［合格者の発表） ［：：：己日］ ［：：：ら〕日:5日
(1) 合格者の発表および入学手続については、共通選抜二次募集に準じます。本冊子P-11を参照してください。

(2) 入学の許可およびその他については、共通選抜に準じます。本冊子P-9、10を参照してください。
(3) 二次募集では、追検査は行いません。
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中途退学者募集

［募集を行う高校］ 学校名 学科 募集定員

県立横浜桜陽高等学校 単位制普通科 10人

県立川崎高等学校 単位制普通科 5人

県立麻生総合高等学校 単位制総合学科 10人

県立厚木清南高等学校 単位制普通科 10人

詞
本冊子p.5の Iの「志願資格」に該当し、かつ、高等学校等に 1年以上在籍した後に中途退学し、当該高等学校等での修得単位

がある人が対象となります。

巳(1) 志願できるのは、一つの高等学校の一つの学科に限ります。

(2) 中途退学者募集に志願した人は、他の募集に同時に志願することはできません。

(3)他の都道府県の全日制の課程の公立高等学校（国立は除く。）を志願した人、または志願予定の人は志願することはできませ

厚
出願サイトにおける志願手続の流れは、本冊子p.2~4を参照してください。

(1)|:]:：：竺中学校I |B 私立や県外の中学校1の場合は、卒業した中学校を通して、志願者アカウントを作成します。
c 海外現地校等の場合は、中学校を通さずに、神奈川県教育委員会が作成する専用の中学校アカウントを通して志願者アカ

ウントを作成します。 I→マニュアルP.7~| 
(2)志願資格を確認するため、志願資格確認期間中に、志願資格確認申請書および退学した高等学校における単位修得証明書を、

志願先の高等学校に提出してください。志願資格確認期間は次表のとおりです。

古日王心月曜4日］ ｀｀：；；学校閉庁日を除く。） I悶｀｀：び|：：ふ五、：学

注意 ・ 学校閉庁日は、各高等学校のホームページを確認してください。
・ 志願先高等学校において出願サイトに志願資格の登録がされないと、中途退学者募集に志願できません。

(3) 出願サイトから志願情報を申請し、受検料（ 2, 200円）を納付の上、中学校の確認および承認を受けると、志願情報が志願

先に提出されます。 I→マニュアルP.33~|
(4) 受検料は、志願情報申請後、出願サイトから納付します。納付方法は、クレジットカード、コンビニ払いおよびペイジーから

選べます。必ず保護者と確認の上、納付手続を行ってください。また、出願サイトから納付する際、別途、システム利用料がか

かります。 （本冊子p.21) I→マニュアルp.37~|
(5) 出願サイトからの納付ができない場合に限り、受検料は、志願先の高等学校で現金納付することができます。

※ 志願先の高等学校以外で現金納付することはできません。
※ 納付した受検料は、原則として返還できません。

(6)調査書の提出は要しません。

(7)募集期間は次表のとおりです。

募集期間

令和 6年｝信1甘｛棗汀贄悶から 1喜9翌塁釦嚢円｀｀手？校による確

※ 募集期間中は、志願取消はできません。

詞
(1)志願変更期間中 1回に限り、他の高等学校の中途退学者募集に志願変更することができます。
(2)志願変更期間は次表のとおりです。

二□9正：；照し1り繋門：ら竺ま”校による

［受検票の印刷］

(1) 志願者は、出願サイトから受検票をダウンロードし、印刷の上、検査当日に持参します。印刷可能な期間は次表の通りです。

印刷可能期間 1 備考

令和 6年 2月9日（金）から 受検票は、 A4サイズの白紙に印刷してください。

(2)必ず検査前に、受検票に記載されている二次元コードまたはURLから「志願者へのお知らせ」を確認してください。
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匠王l
(1)検査の内容および期日 I学力検査・作文・面接 I令和 6年 2月14日（水）

(2)検査の会場 志願先（志願変更したときは、その志願変更先）の高等学校

(3)学力検査の教科等・時間割 ＊外国語（英語）はリスニングテストを含みます。

時刻
8 ：配 9 : 20"-' 

10 :25 
10：汲

11: 35 
11 : 4(}--.., 12： 沢

13: 15 13：烈| 14 •以
9: 10 10: 10 11: 20 12: 30 13: 15 14: 10.  

教科 検査にづ‘ 外匡語
（予鈴） 国語 （予鈴 数学 幽 （予鈴） 作文 I面接

その他 て⑰諜t 霙g)* 
【学力検査等に関する注意点】

① 学力検査等当日に持参するもの I受検票、筆記用具※、昼食 I

※ 学力検査を実施する全ての公立高等学校でマークシート方式による解答用紙となっています。

※ 解答用紙への記入は鉛筆またはシャープペンシルに限りますが、問題用紙にチェックするためのマーカー等は使用できま

す （マークシート方式の解答にあたっては、 HBまたはBの黒鉛筆が適しています。また、シャープペンシルを使用する

場五は、芯の太さが0.5mm以上のものが適しています。）

② 携帯電話やスマートフォン、タブレット端末、ウェアラブル端末等の情報端末、計算または辞書機能を持つ電子機器、定規、

三角定規、コンパス、分度器等は検査会場へ持ち込めません。

③ 学力検査等当日、大雪等の非常事態により学力検査等の実施について変更が予想される場合には、当日の朝に、次によりお

知らせしますので、直接確認してください。 （変更の有無に関わらずお知らせします。）

テレビ神奈川（データ放送→dボタン→赤ポタン→県のお知らせ）午前6:3 0以降

ウェブページ上に掲載 午前 6:3 0以降
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/nyusen/oshirase/kensa.html 鵬

④ 学力検査当日は、携帯電話やスマートフォン等の携帯情報端末を検査会場に持ち込むことは禁止ですが、大雪等への対策で、

持ち込む必要がある場合は、事前に保護者から志願先（志願変更したときは、その志願変更先）の高等学校へご相談ください。

持ち込むことになった場合は、会場に着いたら電源を切り、氏名、受検番号を記入した封筒に入れ、高等学校の指示に従ってくださ
しヽ。

四 追検査は、共通選抜に準じます。本冊子p.8ページを参照してください。

声
各高等学校が事前に公表した選考基準に基づいて、学力検査（追検査を含む。）の結果、作文および面接の結果を資料として、総

合的に選考します。

［合格者の発表］〔：—B5日 ［：5；一
合格者の発表、入学の許可および入学手続は、共通選抜に準じます。本冊子p.9、10を参照してください。
※ 志願変更先の高等学校に合格した場合、入学手続の期日までに、単位修得証明書を提出してください。

詞(1)志願者数等については、募集期間の最終日から志願変更期間の最終日まで、毎日、午後 5時に各高等学校のホームページで公
表予定です。 （土曜日および日曜日を除く。）ただし、募集期間および志願変更期間の最終日は、県教育委員会の記者発表終了
後、各高等学校のホームページまたは神奈川県のホームページの「記者発表」よりご覧いただけます。

(2)志願者数、合格者等については、電話等による問合せには一切応じません。

(3)志願手続についてわからないときは、志願先の高等学校にお問い合わせください。

(4)入学者選抜に関する「自分の個人情報」は、個人情報保護法に基づき、文書による開示請求をすれば、指定された期日に見る

ことができます。 （ただし、請求しても見ることができないものもあります。）

(5) 入学者選抜の資料とした住所・氏名等の個人情報は、個人情報保護法に基づいて、入学後の教育活動のために使用します。

(6) 経済的な理由で支払が困難な方に対し、受検料および入学料の全部または一部を免除する制度があります。詳しいことは、各

高等学校にお問い合わせください。 （本冊子p.35) 

(7) 二次募集は実施しません。
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別科（横浜市立横浜商業高等学校の理容科・美容科）

［志願資格と学区］

(1) 志願資格

別科への志願は、平成21年4月 1日以前に出生した人で、次のA襴の①から⑥までのいずれかに該当し、かつ、 B欄の①また

は②のいずれかに該当することが必要です。

① 中学校もしくはこれに準ずる学校もしくは義務教育学校または中等教育学校の前期課程を卒業ま

たは修了した人、または令和 6年3月31日までに卒業する見込みまたは修了する見込みの人

② 外国において、学校教育における 9年の課程を修了した人、または令和 6年 3月 31日までに修

了する見込みの人

A ③ 文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程があるとして認定した在外教育施設の当該課程を修

了した人、または令和 6年3月 31日までに修了する見込みの人

④ 中学校を卒業した人と同等以上の学力を有するものとして文部科学大臣が指定した人

⑤ 就学義務猶予•免除者等に対する中学校卒業程度認定試験により認定証書が授与された人
⑥ 中学校を卒業した人と同等以上の学力があるものとして高等学校長が認めた人

① 神奈川県内に住所または勤務地がある人

② 県外から本県に転居予定または勤務予定の人で、横浜市立横浜商業高等学校長の志願の承認を

受けた人
B 

（志願資格承認申請が必要な人は、志願資格承認期間内に「神奈川県公立高等学校（定時制・通

信制の課程、別科）入学志願資格承認申請書（第18号様式）」 （横浜市立横浜商業高等学校別科に

あります。）を、横浜市立横浜商業高等学校別科に提出してください。）

(2) 学区 県内のどこからでも志願することができます。

厚理容科 40人、美容科 40人

巳
(1)横浜市立横浜商業高等学校別科以外の高等学校の学科等に同時に志願することはできません。

(2) 横浜市立横浜商業高等学校別科の理容科、美容科間においては、同時に第 2希望として志願することができます。

区
出願サイトにおける手続の流れは、本冊子p.2~4を参照してください。

(1)|:]::::]中学校1 |B 私立や県外の中学校Iの場合は、在籍（卒業）中学校を通して、志願者アカウントを作成します。
c 海外現地校等の場合は、中学校を通さずに、神奈川県教育委員会が作成する専用の中学校アカウントを通して志願者アカ

ウントを作成します。 I→マニュアルP.7~| 
(2) 志願資格承認申請が必要な人は、志願資格を確認するため、志願資格承認申請期間中に、第18号様式を、横浜市立横浜商業高

等学校別科の窓口で提出してください。志願資格承認申請期間は次表のとおりです。

確認期間 受付時間 備考

令和 6年 1月4日（木）から 16日（火）まで
午前 9時～正午および

事前に横浜市立横浜商業高

（土曜日、日曜日、休日及び各高等学校の学校閉庁日を
午後 1時～午後 4時

等学校別科に連絡してくださ

除く。） い。

注意 ・学校閉庁日は、横浜市立横浜商業高等学校別科のホームページを確認してください。

(3) 出願サイトから志願手続を行います。志願情報を申請し、受検料（ 2, 200円）を納付の上、中学校による確認および承認を

受けると、志願情報が志願先に提出されます。 I→マニュアルP.33~1
(4)受検料は、志願情報申請後、出願サイトから納付します。納付方法は、クレジットカード、コンビニ払いおよびペイジーから

選べます。必ず保護者と確認の上、納付手続を行ってください。また、出願サイトから納付する際、別途、システム利用料がか

かります。 （本冊子p.21) I→マニュアルP.37~|

(5) 出願サイトからの納付ができない場合に限り、受検料は、志願先の高等学校で現金納付することができます。

※ 志願先の高等学校以外で現金納付することはできません。
※ 納付した受検料は、原則として返還できません。

(6)募集期間は次表のとおりです。

令和 6年↓｀｀口から 1打闘罪葦｀｀駐遭炉
※ 募集期間中は、志願取消はできません。

(7) 志願者の調査書（令和 6年4月 1日現在で18歳以上の人は不要）は、中学校長から、横浜市立横浜商業高等学校別科へ提出され

ます。長期の欠席を理由とする選抜方法に関する書類の提出を必要とする場合は、原則、調査書と併せて提出されます。調査書

の提出期間は次表のとおりです。
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調査書の提出期間

令和 6年 1月24日（水）から

2月8日（木）まで

（土曜日および日曜日を除く。）

詞 志願変更はできません。

［受検票の印刷］

受付時間

午前 9時～正午および午後 1時～午後 4時

ただし、 2月8日（木）は、午前 9時～正午

(1) 志願者は、出願サイトから受検票をダウンロードし、印刷の上、検査当日に持参します。印刷可能な期間は次表のとおりです。

印刷可能期間 1 備考

令和 6年2月9日（金）から 受検票は、 A4サイズの白紙に印刷してください。

(2)必ず検査前に、受検票に記載されている二次元コードまたはURLから「志願者へのお知らせ」を確認してください。

三(1)検査の内容および期日

I学力検査 I令和 6年2月14日（水）

I面 接 I令和 6年2月15日（木）または16日（金）

※ 面接の日時は、受検票に記載されている二次元コードまたはURLから「志願者へのお知らせ」を確認してください。

(2)検査の会場 横浜市立横浜商業高等学校別科

(3)学力検査の教科等・時間割

8 ：玖） 9 :20 10 :30 11: 40 

時 刻 ～ ～ 10: 25 11: 35 ～ 

9: 10 10: 10 11: 20 12: 30 

教科
検査に 外匡語

＜ヽ て 霙西 （予鈴） 国語 （予鈴） 数学
そ0)(也

の注意 ＊ ＊ 外国語（英語）はリスニングテストを含みます。

【検査に関する注意点】

I 学力検査について 1 

① 学力検査当日に持参するもの

I受検票、筆記用具※、上ばき I

※ 学力検査はマークシート方式による解答用紙となっています。

※ 解答用紙への記入は鉛筆またはシャープペンシルに限りますが、問題用紙にチェックするためのマーカー等は使用できま

す。 （マークシート方式の解答にあたっては、 HBまたはBの黒鉛筆が適しています。また、シャープペンシルを使用する場

合は、芯の太さが0.5mm以上のものが適しています。）

② 携帯電話やスマートフォン、タブレット端末、ウェアラブル端末等の情報端末、計算または辞書機能を持つ電子機器、定規、

三角定規、コンパス、分度器等は検査会場へ持ち込めません。

③ 学力検査等当日、大雪等の非常事態により学力検査等の実施について変更が予想される場合には、当日の朝に、次によりお

知らせしますので、直接確認してください。 （変更の有無に関わらずお知らせします。）

テレビ神奈川（データ放送のdボタン→赤ポタン→県のお知らせ）午前 6:3 0以降

ウェブページ上に掲載 午前6:3 0以降
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/nyusen/oshirase/kensa.html 鵬

④ 学力検査当日は、携帯電話やスマートフォン等の携帯情報端末を検査会場に持ち込むことは禁止ですが、大雪等への対策で、持ち

込む必要がある場合は、事前に保護者から中学校へご相談ください。持ち込むことになった場合は、会場に着いたら電源を切り、氏

名、受検番号を記入した封筒（中学校名入り）に入れ、高等学校の指示に従ってください。なお、県内国公立中学校に在籍していな

い人で、大雪等への対策で持ち込む必要がある場合は、横浜市立横浜商業高等学校別科にご相談ください。

I 面接について 1 

面接の当日に持参するもの

1受検票、上ばき、横浜市立横浜商業高等学校別科から指示されたもの

四 追検査は、共通選抜に準じます。本冊子P-8を参照してください。

e 事前に公表した選考基準に基づいて、学力検査（追検査を含む。）の結果および面接の結果を資料として、総合的に選考しま

す。

［合格者の発表］

合格者の発表の日時・方法および合格通知書の交付場所は次表のとおりです。
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合格通知書の交付場所 備考合格者の発表の日時・方法

令和 6年 2月28日（水）午前 9時

出願サイト上で確認します。
横浜市立横浜商業高等学校別科

合格通知書の受取には、受検票の

提示が必要です。

※ 出願サイトで合格発表を閲覧することができない場合は、横浜市立横浜商業高等学校別科にて合否結果通知書を手渡します。
※ 合格者には学力検査等の得点および教科別の採点結果（「答案の写し」および「問い別採点結果」）を手渡します。不合格者

には学力検査等の得点および教科別の採点緒墨（「答案の写し」および「問い別採点結果」）を郵送します。
※ 合格通知書および答案の写し等の受取を行っのは本人です。代理人が受取を行う場合は、事前に中学校から志願先の高等学校

に連絡した上で、本人を確認できる書類（運転免許証等）を持参してください。代理人が保護者以外の場合、併せて委任状も持参して
ください。

l入学の許可］

(1)入学の許可は、合格者に横浜市立横浜商業高等学校長が合格通知書を交付することによって行います。

(2) 志願または選抜のための検査等に際し、不正行為があった場合は、入学を許可しません。また、入学許可後に不正行為が判明

した場合は、入学の許可を取り消します。

区
合格した場合は、指定された期日までに、入学金 (5, 650円）を納付してください。指定された期間内に入学手続を行わな

かった人は、入学の許可を取り消されることがあります。入学金の納付方法は、受検料と同様です。出願サイトから納付する際、別

途、システム利用料がかかります。 （本冊子p.27) 

横浜市立横浜商業高等学校長が指定する期日までに、所定の入学手続を行ってください。

巳
(1) 志願者数等については、募集期間の最終日、県教育委員会の記者発表終了後、横浜商業高等学校別科のホームページまたは神
奈川県のホームページの「記者発表」よりご覧いただけます。

(2)志願者数、合格者等については、電話等による問合せには一切応じません。

(3)志願手続についてわからないときは、横浜市立横浜商業高等学校別科にお問い合わせください。

(4)入学者選抜に関する「自分の個人情報」は、個人情報保護法に基づき、文書による開示請求をすれば、指定された期日に見る

ことができます。 （ただし、請求しても見ることができないものもあります。）

(5) 入学者選抜の資料とした住所・氏名等の個人情報は、個人情報保護法に基づいて、入学後の教育活動のために使用します。

(6) 経済的な理由で支払が困難な方に対し、受検料および入学料の全部または一部を免除する制度があります。詳しいことは、横

浜市立横浜商業高等学校別科にお問い合わせください。 （本冊子p.35をご覧ください。）

(7) 二次募集は実施しません。

受検料および入学料納付金額一覧

納付金額とシステム利用料一覧（単位：円）

課程 収納科目 金額 システム利用料 ※ 

受検料 2,200 
97 

220 

全日制 受検料
1,100 

48 
（半額免除） 220 

別科 入学料 5,650 
249 
220 

入学料
2,825 

124 
（半額免除） 220 

※上段：クレジットカードで納付する場合のシステム利用料と納付金額合計

下段：コンビニ、ペイジーで納付する場合のシステム利用料と納付金額合計
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システム利用料を含んだ

納付金額合計 ※ 

2,297 
2,420 

1, 148 
1,320 

5,899 
5,870 

2,949 
3,045 



志願資格承認・学区確認

I 志願資格承認について

［志願資格承認の申請が必要な人］

次の①～④のいずれかに該当する人が神奈川県の公立高等学校の全日制の課程を受検するときは、事前に志願資格承認申請と

いう手続を行い、県教育長から志願資格承認を受ける必要があります。

① 県外から本県に転居を予定している人（保護者の転勤等に伴い、志願者および保護者が令和 6年 4月 1日まで
に県内に居住する予定の人）

② 山梨、静岡両県の本県に隣接する特定の地域に居住しており、通学の便宜上本県の最寄りの高等学校へ志願す
ることが妥当と認められる人

③ 県外から県立海洋科学高等学校を志願する人で、原則として船舶職員養成施設に指定された水産に関する学科
を置く公立高等学校のない府県に居住している人

④ その他特別な事情がある人（本冊子p.5の Iの「志願資格」にある A欄の②～⑤に該当する人を含みます。）

［申請の方法）

県教育長の志願資格承認を受ける必要がある人（前記①～④に該当する人）は、次の書類を提出又は提示してください。

(1) 神奈川県公立高等学校入学志願資格承認申請書（第15号様式）

申請書の所定欄に在籍（または出身）中学校長の副申を受けてください。

(2) 前記①に該当する人は、次のものを申請書に添付してください。

ア転居予定先の住所を確認できる次の a~eのいずれかの書類［提示］

a 家屋の登記簿謄本または登記事項証明書（いずれも発行後、 6か月以内のもの）

b 建築確認通知書、建築計画確認書、入居決定通知書、売買契約書のいずれか（転居先の建物が建築中の場合等）

c 公団住宅、公舎、社宅へ入居する場合は、その管理者の証明書

d 家主との契約薯（契約予定を含む。）

e その他、転居予定の事実を証明できるもの

イ転居取りやめのときは入学を辞退する旨の念害（第19号様式） ［提出］

ウアの書類の所有者名義または賃借人名義が志願者の保護者でない場合は、名義人による同居同意書（第20号様式） ［提出］

(3) 前記②に該当する人は、志願者および同居している保護者の住民票の写し等を申請書に添えて提示してください。

(4) 前記③に該当する人は、志願者本人が船舶職員養成施設に指定された水産に関する学科を置く公立高等学校のない府県に居住

することを証明するもの（住民票の写し等）を申請書に添えて提示してください。

(5) 前記④に該当する人は、その事実を証明できるものを申請書に添えて提示してください。

(6) その他申請に関わる事実を証明する書類（必要な人のみ）

［申請期間および申請書等の提出先］

申 請期 間 窓口の受付時間 提 出 場所

令和 5年12月 2日（土）および 神奈川県教育委員会教育局

令和 5年12月4日（月）から 指導部高校教育課

令和 6年 1月16日（火）まで 午前 9時～正午および 〒231-8588

（士曜日、日曜日、休日および令和 午後 1時～午後 4時 横浜市中区日本大通 1

5年12月29日（金）から令和 6年 1月 神奈川県庁東庁舎 6階

3日（水）までを除く。） ＊裏表紙の案内図参照

※ 郵送による提出はできません。
※ 令和 5年 12月 2日（土）の受付時間等については、神奈川県教育委員会のホームページ「令和 6年度神奈川県公立高等
学校入学者選抜への県外•海外・私立等からの志願者説明会」をご覧ください。 URL は次のとおりです。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/nyusen/nyusen/r6/kengaisetsumeikai.html 

※ 令和 6年 1月17日（水）以降については、必要があると認められる場合、上記の提出場所で受け付けます。ただし、士曜

日、日曜日および休日を除きます。

［申請後の流れ］

(1) 2月に行う検査を受検する人

志願資格が承認されると、神奈川県教育委員会により、出願サイトに承認情報の登録が行われます。志願者アカウントの作成

が完了していないと、承認情報が登録できないので、申請時に志願者アカウントを作成していない場合は、すみやかに作成して

ください。

(2) 3月に行う実施する検査（二次募集）を受検する人

神奈川県教育委員会より志願資格承認書を受け取り、入学願書と併せて志願先（志願変更をしたときは、その志願変更先）へ

提出してください。志願資格承認書の交付期間および交付場所は次表のとおりです。

交付期 間 窓口の受付時間 提 出 場所

神奈川県教育委員会教育局

指導部高校教育課
令和 6年 2月28日（水）から

午前 9時～正午および 〒231-8588
令和 6年 3月 6日（水）まで

午後 1時～午後 4時 横浜市中区日本大通 1
（土曜日、日曜日を除く。）

神奈川県庁東庁舎 6階

＊裏表紙の案内図参照
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II 学区確認について（横浜市立および川崎市立の高等学校）

l学区について］

(1)【高等学校（学科）と学区】

横浜市立および川崎市立の高等学校への志願に際しては、横浜市立高等学校通学区域規則および川崎市立高等学校の通学区域

に関する規則（以下「各通学区域規則」といいます。）によって、次表のように学区を設けている学校があり、学区外から志願す

る際には、入学を許可される人数の制約があります。

高等学校および学科・コース 学区 学区外入学許可限度数
横浜市立桜丘晶等学校 普通科

＂ 東高等学校 単位制普通科
志願する学科

（特別募集を除く。）
またはコースの

＂ 戸塚高等学校 単位制普通科一般コース 横浜市内 募集定員の8％以内A 
＂ みなと総合高等学校 単位制総合学科 全域

（特別募集を除く。）

横浜市立金沢高等学校 普通科 志願する学科の

＂ 南高等学校 普通科 募集定員の30％以内

川崎市立橘尚等学校 普通科
川崎市内 志願する学科の募集定

B II 高津高等学校普通科
全域 員の8％以内

＂ 幸尚等学校 普通科

横浜市立横浜商業高等学校（別科を含む。）
II 戸塚高等学校 単位制普通科音楽コース

県内のどこからでも
C ＂ 横浜サイエンス711ンティア高等学校 単位制理数科

志願することができます。
特別募集における横浜市立高等学校の各学科
B以外の川崎市立高等学校の各学科

(2) 【通学区域規則上の区分】

各通学区域規則に従い、次表のとおり志願者の居住地等の状況により、 (1)の表のA~Cの学校（学科）ごとに、各通学区域規

則上の区分が第 3 • 4条に分かれます。

(1)の表の
当該の市内に居住 当該の市外（県内）に居住 県外に居住

高等学校 ①当該の ②当該の 当 該 の ③当該の ④当該の

および 市外への 市内への 市内への 市内への 市外への

学科の区分
転居予定 転居 予定 転居予定 転居予定 転居予定
あり あり なし あり あり

A 第3条 第4条＊ 第 3条＊ 第4条 第 3条＊ 第4条＊
B 第3条 第4条＊ 第 3条＊ 第4条 第 3条＊ 第4条＊
C 第3条

※ ＊欄の志願者は、下記の「学区確認申請が必要な人」に該当します。

なお、学区外から身体の状況を理由として志願する人が、志願先の高等学校長の許可を得た場合は、第 5条になります。また、

その他特別な事情により、学区確認の申請が必要な場合があります。

［学区確認申請が必要な人・申請方法）

前記(1)の表中の AおよびBの高等学校の学科に志願する人のうち、 (2)の表中の①～④のいずれかに該当する人は、事前に学区

確認の申請が必要です。必要書類を準備して、当該市の教育委員会で直接学区確認承認申請を行ってください。郵送による提出は

できません。

Cの高等学校の学科に志願する人は、申請の必要はありません。
申請の理由 必要な書類

志願者および保護者が令和 6年4月 1日 ア提出書類

① までに県内での転居を予定している人 ［学区確認申請書（第22号様式の1)J 

（当該の市内から市外へ転居予定） （申請書の所定欄に在籍（出身）中学校長の証明等を

志願者および保護者が令和 6年4月 1日
受けてください。）

② 
［念書（第23号様式） ］ 

までに県内での転居を予定している人 ［同居同意書（第24号様式） ］ 
（当該の市外から市内へ転居予定） （祖父母宅等に同居の場合）

志願者および保護者が令和 6年4月 1日
③ までに県外から転居を予定している人 イ提示書類

（当該の市内へ転居予定） 神奈川県内の住所を証明する

志願者および保護者が令和 6年4月 1日
［家屋の登記簿謄本、建築確認通知書、社宅等の管

④ までに県外から転居を予定している人
理者の証明書または賃貸契約書等］のいずれかの

（当該の市外へ転居予定）
書類

※住民票の写し等では確認しません。

その他特別な事情により申請が必要な場合

申請の理由 必要な書類

特別な事情により、保護者である父母双方と ア提出書類
県内で別居している人、または保護者である ［学区確認申請書（第22号様式の1)J 
父母いずれか一方がいない場合に、保護者と （申請書の所定欄に在籍（出身）中学校長の証明等を
県内で別居している人（当該の市内または当 受けてください。）
該の市外における別居を除く。） ［特別な事情を証明できるもの］

イ提示書類
［住民票の写し等（本人・同居親族等） ］ 
［住民票の写し等（父母） ］ 
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学区確認申請手続に関する
記以外の場合で、栄ぽ碑吉
があります。
しいことは中学校の先生に

申請期間

令和 5年12月 2日（土）および
令和 5年12月4日（月）から
令和 6年 1月16日（火）まで
（土曜日、日曜日、休日および令

和 5年12月29日（金）から令和 6年
1月 3日（水）までを除く。）

※ 郵送による提出はできません。

受付時間 提出場所

横浜市立高等学校の学区確認申請
横浜市教育委員会事務局

午前 9時～
学校教育企画部高校教育課

正午
（横浜市中区本町6-50-10) 

および 川崎市立高等学校の学区確認申請

午後 1時～ 川崎市教育委員会事務局

午後 4時 学校教育部指導課
（川崎市川崎区宮本町 6
明治安田生命川崎ビル4階）

＊案内図 1、案内図 2参照

※ 令和 5年12月2日（土）の受付時間等は、別途案内します。

※ 令和 6年 1月17日（水）以降については、必要があると認められる場合、上記の提出場所で、受け付けます。ただし、

土曜日、日曜日および休日を除きます。

［申請後の流れ］

(1) 承認されると、当該市教育委員会により、出願サイトに学区確認結果の登録が行われます。志願者アカウントの作成が完了し

ていないと、学区確認結果の登録ができないので、申請時に志願者アカウントを作成していない場合は、すみやかに作成してく

ださい。

(2) 前記の注意の「学区確認申請手続に関する特例」により、学区確認申請を省略した人は、出願サイトで志願情報申請後、中学

校の証明・同意・確認のCの項目に中学校長の確認の ✓印を受けてください。
(3) 通学区域規則上の区分について

出願サイトでの志願情報作成時に、

の表で確認してください。）

「通学区域規則上の区分」欄の該当する区分を選択してください。

案内國 1 横浜市敦育委員会 案内図 2 川嶋市轍育委員会

........... .. 
： 
i ロータ
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別表 令和 6年度神奈川県公立高等学校生徒募集定員等

※ 共通選抜の募集人員は、募集定員の100％になります。

同じく、連携募集、特別募集および中途退学者募集の募集人員はそれぞれの募集定員の100％になります。

[1] 普通科（単位制を除く。）

普通科（クリエイティブスクールを除く。）

高等学校名
募集
r疋上貝にコ

高等学校名
募集
定員

高等学校名

県立鶴見 319 

県立横浜翠嵐 359 

県立城郷
一般 239 

県立新城
一般 269 

海外 10 

県立住吉 359 

県立小田原東

県立西湘
一般

海外

インクIV 21 

県立横浜平沼 319 
県立川崎北

一般 279 

インクル 21 
県立茅ケ崎

一般

インクル

県立横浜緑ケ丘 279 県立多摩 279 県立茅ケ崎北陵

県立横浜立野 239 

県立横浜南陵
一般 239 

インクJv 21 

県立生田 359 

県立百合丘 359 

県立生田東 319 

県立鶴嶺
一般

海外

県立茅ケ崎西浜

県立永谷 199 

県立光陵
一般 279 

連携 40 

県立菅
一般 279 

インクル 21 

県立麻生 319 

県立逗子葉山

県立秦野

県立秦野曽屋

県立保上ケ谷
一般 239 

インクル 21 

川崎市立橘 ※2 198 

川崎市立高津 ※2 278 

県立厚木

県立厚木王子

県立希望ケ丘 359 川崎市立幸 ※2 118 県立厚木北

県立旭 319 

県立横浜氷取沢 359 

一般 269 

県立橋本 在県 10 

一般
県立厚木西

インクル

県立港北 319 インク）V 21 県立大和

県立新羽 399 

県立岸根 319 

県立津久井 159 

県立上溝 239 
県立大和南

一般

在県

県立霧が丘
一般 319 

インクル 21 

県立相模原 279 

県立上溝南 359 

県立大和西

一般

県立白山
一般 239 県立相模田名 279 県立伊勢原 在県

インクル 21 県立麻溝台 359 インクル

県立市ケ尾 399 

県立元石川 359 
県立上鶴間

一般 279 

インクIv 21 
県立伊志田

一般

海外

県立川和 319 県立横須賀 279 県立海老名

県立荏田 399 県立横須賀大津 279 県立有馬

県立新栄
一般 352 

在県 7 

県立舞岡 319 

県立追浜 279 

県立津久井浜
一般 239 

インクIv 21 

県立座間

県立足柄
一般

インクル

県立上矢部
一般 239 

インクル 21 

県立柏陽 319 

県立平塚江南 319 

県立高浜
一般 232 

在県 7 

県立綾瀬
一般

インクル

県立綾瀬西

県立金井 319 県立鎌倉 319 県立寒川

県立松陽 319 県立七里ガ浜 359 県立大磯

県立横浜瀬谷 319 

横浜市立桜丘 ※ 1 318 

県立大船 399 

県立深沢 199 
県立二宮

一般

インクル

横浜市立南 ※ 1 38 県立湘南 359 県立山北

横浜市立金沢 ※ 1 318 県立藤沢西 319 一般

県立湘南台
一般 239 

インクル 21 

県立愛川 連携

在県

※ 1 横浜市立桜丘高等学校、南高等学校および金沢高等学校の学区は、横浜市内全域です。

※ 2 川崎市立橘高等学校、高津高等学校および幸高等学校の学区は、川崎市内全域です。
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募集
定員

119 

309 

10 

319 

21 

279 

384 

15 

359 

319 

359 

279 

359 

199 

239 

239 

21 

279 

309 

10 

279 

229 

10 

21 

269 

10 

399 

319 

279 

239 

21 

319 

21 

319 

279 

279 

239 

21 

199 

184 

45 

10 



普通科クリエイティブスクール

高等学校名
募集
定員

県立釜利谷 239 

県立田奈 159 

県立横須賀南 119 

県立大和東 239 

県立大井 79 

[2]専門学科
（農業に関する学科）

高等学校名 邑子 科
募集

定員

畜産科学科 39 

県立相原 食品科学科 39 

環境緑地科 39 

都市農業科 39 

県立平塚農商
都市環境科 39 

食品科学科 39 

農業総合科 39 

園芸科学科 79 

県立中央農業 畜産科学科 39 

農業総合科 79 

（商業に関する学科）

高等学校名 巫子 科
募集

定員

県立商工 総合ビジネス科 119 

県立相原 総合ビジネス科 119 

県立平塚農商 総合ビジネス科 159 

県立小田原東 総合ビジネス科 119 

県立厚木王子 総合ビジネス科 159 

横浜市立横浜商業
商業科 199 

スポーツマネジメント科 39 

川崎市立幸 ビジネス教養科 118 

（水産に関する学科）

高等学校名 呂子 科
募集

定員

船舶運航科 39 

県立海洋科学
水産食品科 39 

無線技術科 39 

生物環境科 39 

（工業に関する学科）

高等学校名 巫子 科
募集

定員

機械科 79 

県立神奈川工業
建設科 79 

電気科 119 

デザイン科 39 

県立商工 総合技術科 119 

機械科 79 

県立磯子工業
電気科 79 

建設科 39 

化学科 39 

県立川崎工科 総合技術科 239 

機械科 79 

県立向の岡工業 建設科 79 

電気科 79 

機械科 79 

県立横須賀工業
電気科 79 

建設科 39 

化学科 39 

県立平塚工科 総合技術科 239 

県立藤沢工科 総合技術科 239 

機械科 39 

県立小田原城北工業
建設科 39 

電気科 39 

デザイン科 39 

情報工学科 39 

総合電気科 39 

川崎市立川崎総合科学 電子機械科 39 

建設工学科 39 

デザイン科 39 

川崎市立川崎

学科

する学科）

高等学校名

県立二俣川看護福祉 I看護科

学 科

募集
r=  
疋只

39 

集
員
一

9

募

定

7

（福祉に関する学科）

高等学校名 ｝ 子 科
募集

定員

県立二俣川看護福祉 福祉科 79 

県立津久井 福祉科 39 

県立横須賀南 福祉科 79 

川崎市立川崎 福祉科 39 

巫子 科
募集

定員

39 

巫子 科
募集
r疋上→貝

県立厚木北 スポーツ科学科 39 

川崎市立橘 スポーツ科 39 

（ 

｝ 子 科
募集

定員

県立白山 1美術科 39 

県立上矢部 1美術科 39 

｝ 子 科
募集

定員

横浜市立横浜商業 国際学科
一般 35 

在県 4 

川崎市立橘 国際科 39 
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[3]単位制普通科
単位制普通科（専門コースを除く。）

高等学校名 学科・コース
募集
r疋貝-

単位制普通科個性化コース 119 
県立神奈川総合

単位制普通科 一般 89 
※1 

国際文化コース 海外 10(20) 

県立横浜清陵 単位制普通科
一般 266 

在県 13 

県立横浜旭陵 単位制普通科
一般 232 

在県 7 

県立横浜桜陽 単位制普通科
一般 270 

中退 10 

県立横浜栄 単位制普通科 319 

県立横浜緑園 単位制普通科 279 

一般 223 

県立川崎 単位制普通科 在県 12 

中退 5 

県立大師 単位制普通科
一般 229 

在県 10 

県立相模原城山 単位制普通科 279 

一般 184 

県立相模原弥栄 単位制普通科 海外 5 

在県 10 

県立平塚湘風 単位制普通科 199 

県立藤沢清流 単位制普通科 279 

県立小田原 単位制普通科 319 

県立三浦初声 単位制普通科 199 

県立厚木清南
一般 230 

単位制普通科
中退 10 

横浜市立東※ 2
一般 268 

単位制普通科
海外 10 

横浜市立戸塚 ※2 単位制普通科一般コース 279 

※1 県立神奈川総合高等学校の募集定員欄の（ ）は、

7月に募集する後期募集の募集人員で、 2月に行う

検査の募集人員ではありません。

※2 横浜市立東高等学校（一般）および戸塚高等学校（単

位制普通科一般コース）の学区は、横浜市内全域です。

門コース

高等学校名 学科・コース

横浜市立戸塚

[4]且紐I制総合学科

集

員

募

定

39 

高等学校名 巫子 科
募集

定員

総合学科
一般 219 

県立鶴見総合
在県 20 

県立金沢総合 総合学科 279 

一般 190 
県立麻生総合 総合学科

中退 10 

一般 272 
県立藤沢総合 総合学科

在県 7 

県立秦野総合 総合学科 239 

総合学科
一般 229 

県立座間総合
在県 10 

横浜市立みなと総合 一般 232 

※ 
総合学科

在県 6 

横須賀市立横須賀総合 総合学科 320 

[5]単位制専門学科
（ ） 

高等学校名 学科
募集

定員

県立三浦初声 都市農業科 39 

都市農業科 39 

県立吉田島 食品加工科 39 

環境緑地科 39 

（家庭に

A 子 科
募集

定員

県立吉田島 生活科学科 39 

｝ 子 科
募集

定員

横浜市立横浜サイエン理数科
158 

スフロンティア

巫子 科
募集

定員

県立相模原弥栄 スポーツ科学科 79 

芦子 科
募集
r疋上貝に二3

県立相模原弥栄 音楽科 39 

（ 

｝ 子 科
募集

定員

県立相模原弥栄 美術科 39 

募集

定員

（国際パカロ 一般 139 
レアコース

1国際科
を除く。） 海外 20 

県立横浜国際
一般国際バカロ 20 

レアコース 海外 5 

科
募集
定員

239 

県立神奈川総合

高等学校名

集
員
一
。

募

定

3

学科
集
員

募
定

横浜市立横浜商業
理容科

美容科

40 

40 

※ 横浜市立みなと総合高等学校（一般募集）の学区は

横浜市内全域です。
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〇面接（特別募集・連携募集・中途退学者募集・別科）において、面接シート（第14号様

式）の提出を必要としない学校について

（海外帰国生徒特別募集） （中途退学者募集）

三~I総合 1三：：二国際文化コース 1 -_ _  

高等学校名

県立横浜桜陽

県立川崎

（在県外国人等特別募集） 県立麻生総合

高等学校名 学科 県立厚木清南

県立横浜清陵 単位制普通科 二
県立川崎 単位制普通科 高等学校名

県立座間総合 単位制総合学科 横浜市立横浜商業

横浜市立横浜商業 国際学科

学科

単位制普通科

単位制普通科

単位制総合学科

単位制普通科

巫科

ニー
理容科

美容科

※ 上記以外については、面接シート（第14号様式）の提出が必要になります。ただし、在県外国人特別募集のうち県立愛

川高等学校および連携型中高一貫教育校連携募集については、面接シート（第14号様式）ではなく、学校独自の様式によ

る提出用紙が、インクルーシブ教育実践推進校特別募集では、インクルーシブ教育実践推進校特別募集用面接シート（第

33号様式）の提出が必要にな＿ります，

〇特色検杏において、学校独自の様式による提出用紙が必要な学校について
• 特色検査を行う学校の中には、調査書の提出に併せて高等学校長が定めた学校独自の様式による提出用紙が必要な学

校（学科・コース）があります。

※ 県立相模原弥栄高等学校単位制音楽科の実技検査提出用紙については、提出方法、期間等を高等学校長が別に定める

ので、県立相模原弥栄高等学校のホームページを確認してください。

・ 学校独自の様式による提出用紙がある学校（学科）は、次のとおりです。

・ 提出用紙の必要な方は各学校にお問い合わせください。

・ 県教育委員会のホームページ (https: / /www. pref. kanagawa. jp/ docs/ dc4/nyusen/nyusen/ dokuz i youshiki. html) から、

必要な様式をダウンロードし、印刷して利用することもできます。

※ 県立愛川高等学校における在県外国人等特別募集の学校独自の様式による提出用紙についても、上記の県教育委員会

のホームページからダウンロードして印刷することができます。

高等学校名 学科 特色検査

県立津久井 普通科•福祉科 自已表現検査

川崎市立川崎総合科学 建設工学科 自己表現検査

県立相模原弥栄 単位制音楽科 実技検査

県立田奈 普通科 面接

県立釜利谷 普通科 面接

県立横須賀南 普通科 面接

県立大井 普通科 面接

県宣大和東 普通科 面接

川崎市立橘 普通科・国際科 面接

県立愛川 普通科 面接

〇令和 6年度神奈川県公立高等学校入学者選抜選考基準および特色検査の概要について
各高等学校の選考某準および特色検査の概要ならびに面接シート（第14号様式）の提出が必要な学校については、「募集

案内」または以下の神奈川県教育委員会のホームページをご覧ください。

(https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/nyusen/nyusen/senko_kijun.html) 

選考基準の内容についてのお問合せは、志願先の高等学校へお願いします。

※ 学力検査以外の検査（学力向上進学重点校と学力向上進学重点校エントリー校が実施する自己表現検査を除く。）を

実施する高校は、募集期間中に特色検査のテーマ等の発表を行う場合があります。発表を行う高校は出願サイトの［お知

らせ］で案内しますので、必ず出願サイトの［お知らせ］を確認してください。

-34 -



※ 掲載内容は、令和5年度の内容です。制度改正により変更となる場合があります。

〇 神奈川県公立高等学校の学費について

◆ 授業料
全日制年額 118,800円
なお、高等学校ごとに定めた生徒会費等の諸経費が別途必要になります。

◆ 就学支援金制度（別科を除く。）
一定所得未満の世帯については、申請の手続を行うことで、授業料の負担がなくなります。

〇 対象となる方
保護者全員の所得について、以下の計算式により計算した額が30万4,200円（年収約910万円）未満の世帯です。

［算定式］市町村民税の課税標準額X6%―市町村民税の調整控除の額
※ただし、政令指定都市の場合は、「調整控除の額」に 4分の 3を乗じて計算します。

〇 支給額
全日制年額 118,800円

※ 学校が生徒に代わって国から就学支援金を受領し、授業料に充てるため、生徒は授業料を納める必要がなくなります。（実際に
就学支援金がお手元に支給される制度ではありません。）

〇 手続について

入学する高等学校で合格発表時に手続きに関するお知らせ等を配付します。申請は、令和 5年度からオンラインで

の受付を開始していますが、書面での申請も可能です。いずれかで、入学する高等学校に申請してください。

就学支援制度については、県のWebページでも案内しています。 Wedページには、令和 5年度新入生へ合格発表時に

配付した、手続きに関するお知らせも参考に掲載されています。

掲載ページURL: https: / /www. pref. kanagawa. jp/ docs/ en7 / cnt/f533737 /index. html 

「神奈川県就学支援金」で検索

〇 対象となる方は必ず手続をしてください。手続が行われないと授業料をご負担いただきます。

〇 問合せ先 各高等学校の事務室または神奈川県教育委員会財務課財務指導グループ
TEL (045) 210-8113（直通）※ 手続は各高等学校で行います。

〇神奈川県公立高等学校受検料等減免制度について
◆ 神奈川県立の高等学校では、受検料（入学検定料）および入学料について、全部または一部を

減免する制度があります。減免の対象となる方は、次のいずれかに該当する方です。

〇 対象となる方

生活保護を受給されている方、児童福祉施設等に入所されている方、保護者（親権者）等の都道府県民税所褐割額

および市町村民税所得割額の合算額が非課税 (0円）の方、失職等による家計急変（当該年度中または当該年度の前

年度中に限る。）により都道府県民税所得割額および市町村民税所得割額の合算額が85,500円未満となる方は全額免

除、保護者（親権者）等の都道府県民税所得割額および市町村民税所得割額の合算額が85,500円未満の方は半額免除

〇 申請方法

入学検定料および入学料について減免を希望される方は申請手続が必要です。

原則、 e-kanagawa電子申請システムにて志願予定の県立高等学校に申請してください。 （電子申請期間後は書面申

請のみ受付となります。）

申請ページURL:https://dshinsei. e-kanagawa. lg. jp/140007-u/offer/offerList_detail. action?tempSeq=40467 

e-kanagawa電子申請システムでの申請の他、書面申請を希望される場合は、中学校または県立商等学校にある申請

害類に必要事項を記入して、志願予定の県立高等学校に申請してください。

なお、必ず申請する県立高等学校の事務室にお早めに事前相談をしてください。入学検定料は募集期間開始日の

前日までに、入学料は入学手続開始日の前日までに申請しないと受け付けできません。それぞれの期限までに申請

がなかった場合減免できませんので、ご注意ください。

〇 減免される額

全日制 入学検定料 2,200円（全額免除） 1,100円（半額免除）

入学料 5,650円（全額免除） 2,825円（半額免除）

〇 問合せ先 各高等学校の事務室または神奈川県教育委員会財務課財務指導グループ

TEL (045) 210-8113（直通）※ 手続は各高等学校で行います。

◆ 横浜市立、川崎市立、横須賀市立の各高等学校の受検料（入学検定料）および入学料について、全部または一部を減

免する制度があります。減免となる対象の方は次のいずれかに該当する方です。

なお、必ず申請する市立高等学校の事務室にお早めに事前相談をしてください（※横須賀市は下記問合せ先に事前相

談をしてください。）。
区分 主な免除対象者 担当および電話番号

・保護者が災害等により、学資の支弁が困難となっている方 横浜市教育委員会
横浜市立 •生活保護を受けている方、またはこれに準ずる方 事務局学校教育企画部学校支援・

•その他教育長が特に必要があると認める方 地域連携課 (045)671-3474 

•生活保護を受けている方 川崎市教育委員会
川崎市立 ・保護者が災害、傷病、失業等により生活に困窮している方 事務局総務部学事課

•その他教育委員会が減免の必要があると認める方 (044) 200-3269 

・学費負担者が災害、病気、失業等で生活が困窮している方 横須賀市教育委員会
横須賀市立 •生活保護者、または準生活保護者 事務局学校教育部教育指導課

•その他市長において特に必要があると認める方 （総務係） (046) 822-8525 
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※掲載内容は、令和5年度の内容です。制度改正により変更となる場合があります。

〇 神奈川県高等学校奨学金の貸付けについて

1 貸 付 対象
保護者の年収が約910万円未満※で、ア、イのいずれかに該当する方

ア 県内に在住し、県内の高等学校等（高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等
部）に在学する生徒

イ 保護者が県内に在住し、高等学校等または専修学校の高等課程に在学する生徒

※ 保護者の都道府県民税所得割額および市町村民税所得割額の合計が507,000円未満

2 貸 付 内容
(1)貸付月 額国公立 1万円、 2万円または3万円（いずれか選択）

（新入生） 私立 1万円、 2万円、 3万円、 4万円または 5万円（いずれか選択）
※ 2年生以上は上限額が 1万円下がりますが、申請（要件あり）により 1万円

を加算し、新入生の時と同額の貸付けを受けることができます。

(2)貸 付期 間 4月から翌年3月までの 1年間（予約採用・定期採用の場合）

(3)貸付方法 7月下旬(4月分～ 9月分）、 10月下旬(lo月分～12月分）、 1月下旬 (1月分～ 3
月分）の年 3回、本人が指定した銀行口座に振り込みます。 （定期採用の例）

3 連帯保 証人連帯保証人が原則 2人※必要になります。

4 申込方法

※ 保護者 1人と別の独立の生計を営む成年者 1人。貸付け決定後に印鑑登録証
明暑とともに借用証書を提出いただきます。

① 予約採用（高校等入学前に申込）
(1)募集案内等募集内容、申込期間、申込書等は11月ごろに中学校を通じてご案内しますので、担

任の先生等にお申出ください。 （県ホームページにも掲載）

(2)提 出 先神奈川県教育委員会財務課へ申し込みます。
審査の上、入学前に採用を決定しますが、高校等入学後に改めて願贅等を入学した
学校に提出していただく必要があります。

(3)短期臨時奨学金 予約採用された方のうち希望される方は、短期臨時奨学金として、高校入学後の奨
学金の一部を前倒しして高校入学前の 3月下旬に貸付けを受けることができます。

② 定期採用（高校等入学後に申込）
(1)募集案内等募集案内、願書等は高校等で配付します。 （県ホームページにも掲載）

申込手続については、各高校等の担当者にお問い合わせください。

(2)提 出 先学校長の推薦が必要ですので、各高校等を通じて手続をしてください。

(3)申 込 期 間定期採用は4月に募集します。各高校等が定める期限までにお申込みください。
※ 募集締切後に貸付けが必要となった方は随時採用にお申込みが可能です。

（随時採用の募集は 1月末まで）

5 返還方法

(1)返還期間等高校卒業後 6か月経過した後から、貸付期間の 4倍以内の期間で返還します。
返還方法は、月払（毎月）、半年分のまとめ払い（毎年 7月と 12月）または 1年分
のまとめ払い（毎年12月）。高等学校奨学金は無利息です。

(2)返還猶予等大学等へ進学した場合等は申請により返還の猶予が可能です。また、一定の条件を満
たした場合に限り、返還が免除になることがあります。

6 問合せ先神奈川県教育委員会財務課高校奨学金グループ電話（045)210-8251（直通）
ホームページ https://www.pref.kanagawa.jp/docs/en7/cnt/f324/ 

〇 神奈川県高校生等奨学給付金について

1 給付対象生活保護（生業扶助）受給世帯または住民税所得割非課税世帯※

※ 家計急変により非課税相当となった世帯を含む。

2 制度内容授業料以外の教育費負担を軽減するための給付金（返還不要）

::::1::::~：：「：麟：ご::1 喜言］（国：口等ロニx|i言塁直：日：り］
・給付を受けるためには申請が必要です。 （高校等入学後に学校へ申請）
•制度の詳細は県ホームページをご覧ください。 （私立高等学校等は38ページをご覧ください。）

3 問合せ先神奈川県教育委員会財務課高校奨学金グループ電話(045)210-8251（直通）
ホームページ https://www.pref.kanagawa.jp/docs/en7/cnt/f531013/ 
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〇 私立高等学校等の学費支援制度等について

この内容は令和5年度のものです。
令和6年度以降制度が変更となる場合は、改めてお知らせします。

謄業料・入学金補助制度 I 
神奈川県では私立高等学校等に在学する生徒の保護者等の経済的負担を軽減するため、入学金・授業

料の返還不要の補助を行っています。

授業料については、年収約 700万円未満の世帯の方（多子世帯については、年収約 800万円未満の世

帯の方）に対して、県内私立高校の平均授業料 456,000円まで支援します。入学金については、生活保

護世帯・住民税非課税世帯の方に対して県内私立高校の平均入学金 210,000円まで支援します。

私立高等学校等…専修学校（高等課程）、中等教育学校（後期課程）を含みます。

令和 5年5月1日時点の制度となります。

令和5年度の授業料・入学金補助額（年額）

0 以下の「年収の目安」は、あくまでも目安であり、補助額の判定は、「市町村民税の課税標準額x
6%―市町村民税の調整控除の額※ 1」（父母合計額）にて行います。

〇 学校への納付額が補助額を下回る場合、納付額が上限額となります。

授業料補助

「市町村民税の所課得税区標分準額x6%- I砕”（県助）金 入学金補助①轟尋サ＿佼尋絨学文擾金（国）
市町村民税d禰豊j卦ず9の額※1」

生活保護 I 生活保護
60,000円 I 疇396,000円

(
1 通信制 円〕 210,000円 !Ulft:456,000円

| 「県民税・市町村民税の所得割額の （通信制 297,000円） 59,000 入学金：210,000円
非課税

合算額」が0円※2

270万円～590万円未満 I 154,500円未満
396,000円

I {650需,000品円）『00,000円
（通信制 297,000円）

・授業料：456,000円
入学金：100,000円

590万円～700万円未満 203,100円未満 118,800円 337,200円 100,000円

700万円～750万円未満 I 227,100円未満 118,800円 74,400円 100,000円 授：193,200円
入学金：100,000円

多子世帯※3 I 227,100円未満 | 118,800円場・ 337,200円 | 

• 

授：456,000円
100,000円 入学金：100,000円

750万円～800万円未満 251,100円未満 118,800円 授：118,800円． 
. 

多子世帯※3 251,100円未満 118,800円 1.. 337,200円 授：456,000円． 
. 

800万円～910万円未満 304,200円未満 118,800円 授：118,800円， 
. 

多子世帯・ヽゑ3 304,200円未満 118,800円 1..74,400円 授：193,200円

※ 1 政令指定都市の場合は、 「調整控除の額」に 3/4を乗じます。

※2 「市町村民税の課税標準額X6％ー市町村民税の調整控除の額」では判定しません。
※3 多子世帯…15歳以上 23歳未満の扶養している子ども（中学生を除く）が 3人以上いる世帯

※4 モデル世帯…両親・高校生・中学生の4人家族で、両親の一方が働いている世帯

① 就学支援金（国の制度） ………私立高等学校等に在学する生徒が、家庭の状況にかかわらず、安心して

勉学に打ち込めるよう、授業料を補助する制度です。

② 学費補助金（県の制度）………私立高等学校等に在学する生徒の保護者等の経済的負担を軽減するため、

入学金・授業料を補助する制度です。生徒・保護者等ともに県内在住、

かつ県内設管（通信制の場合 本部校が県内設習）の私立高等学校等に

通う生徒が対象となります。
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③ 神奈川県高校生等奨学給付金…授業料以外の教育費負担を軽減するための給付金制度です。（返還不要）

給付対象（申請年度の 7月 1日現在）

〇 保護者が県内在住であること。

〇 私立の高等学校等に在学していること。

〇 生活保護（生業扶助）を受けている世帯、または保護者全員の県民税・市町村民税所得割額の合

算額が 0円（非課税）世帯であること。

※家計急変により、非課税相当となる世帯に対する給付があります。

支給額

世帯区分 支 給 額

生活保護（生業扶助）受給世帯 52,600円

住民税所得割 全日制・定時制の学校 137,600円または 152,000円 ※5 

非課税世帯
通信制の学校 52,100円

※5 非課税世帯（全日制・定時制の学校）の金額は、扶養している兄弟姉妹の状況によって異なります。

問合せ先

神奈川県福祉子どもみらい局子どもみらい部私学振興課助成グループ

電話 045-210-3793（直通）

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/v3e/jyosei/gakuhisien/index.html 
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0入学願書記入上の注意（全日制の課程） 1二次募集に限る。 1

志顧先

第 1号様式の 1 令和6年度 神奈川県公立高等学校

入学願書（全日制の課程）

神奈川県立 00 

令和6年度神奈川県公立高等学校

受検票（全）

検願番 ：I※ 

志顧変更先 立

日付は、犀則として出■日としますが、暮集躙間内

貴校に入学を志厚ビ2と'2いずれの日付さ渭とします。

令和 6年 3 月 1 日

フリガナ I カナガワ タロウ

名 神奈川太郎

氏ド•9．．竺．．．．．．社．ガ2.......9.P..?.........

神奈川太郎

志：

1生年月 a| 昭和 ・◎21年 1 

・現住所 〒 231-xxxx

横浜市中区△△一□口

月 2q

者

志

顧

先

（転居予定先）

：濾籍先TEL | ( 
保＇氏名

土□—所
045 ) △△△ ー ロロロロ

神奈911 一郎

志願者に同じ

志
願
賽
更
先

昭和•平成・令和 年 月卒業 ・ 卒業見込

中
学
校
長
の
証
明
・
戴
認

00高等学校

神奈川県立
• ―っ•こ・ ・

普 通科

受 検載科

鵞 2 看菫（記入上の註重•、●

二墨
を除く。）

受検軟科 I 
露●●菫（ll入上の衰鵞4・ •ヌ

寓疇學櫨9

口募集及び選抜実施要領§ 2の I
醸認した。
（令和 6年度入学者選抜におい

等又は特別支援学校に合格して

記入上の注意
1 志願者は太枠の中のみ記入する。

i 中＋年9皿 m ，口』息亨□＂9日り叩心干皿下9U仄〇午翠午翠兄込9一

こと

〇 全日制の課程 第2希望記入欄の記入方法について

第2希望を志願できる高等学校の場合】 【第2希望を志願できない高等学校の場合】
• -- --- -- --- -- • • • • • • • • • • • • - • -- -- • • • • • • • • • • • - • - -- - • • -- • -- -9 --- --- -- --- --- -- --- --- ---- --- -- • -- --- -- --- --- -- ----- --- • 

ぷ9詣ば瞬年4、5、6」l "訂男謀，i屑禎翌渭払。5,6」: 
------------····-----------------••---------...........................................................j 

します。一
芸 忠 功 巨 三□土魏結混訳［二：~

嗜虚雷胡猷亡三こ］

|‘‘‘l 

〇神奈川県教育委員会案内図

至山下公・

神賽川県轍育饗員金轍青鳥
指導纏富校轍育麗
入学看遍抜・定員グルーブ (6朧）
TEL (045)-210-8084 

問合せ先

神奈川県教育委員会教育局指導部高校教育課入学者選抜・定員グループ
横浜市教育委員会事務局学校教育企画部高校教育課
川崎市教育委員会事務局学校教育部指導課
横須賀市教育委員会事務局学校教育部教育指導課

電話(045)210-8084
電話(045)671-3272
電話(044)200-3243
電話(046)822-84 79 

）
）
）
）
 

通
通
通
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直
直
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